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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２８年３月１６日 午前９時５９分～午後１時５１分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  永 山 伸 一 

   副委員長  中 島 由美子 

   委  員  上 野 一 誠 

委  員  橋 口 博 文 

委  員  福 田 俊一郎 

委  員  森 永 靖 子 

委  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  井 上 勝 博 議  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

   障害・社会福祉課長  宍 野 盛 久 

    主 幹  井 上 聡 子 

保 護 課 長  小 原 雅 彦 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

高齢・介護福祉課長  橋 口 浩 文 

 ───────────────── 

総 務 部 長  今 吉 俊 郎 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男  議事グループ員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所  管  課 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

陳情第 ２ 号 精神障がい者の交通運賃割引を求める意見書提出を求める陳情書 

（所管事務調査） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第５３号 薩摩川内市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につい

て 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

保 護 課 

議案第５４号 薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第８７号 薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

（所管事務調査） 高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出について － 

───────────────────────────────────────── 
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△閉  会 

○委員長（永山伸一）ただいまから、１４日に

引き続き、市民福祉委員会を開会いたします。 

 本日は審査日程の障害・社会福祉課から審査を

行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在のところ、傍聴の申し出はありませんけれど

も、会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委

員長において随時許可いたします。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）それでは、障害・社会福

祉課の審査を行います。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）障害・社会

福祉課です。よろしくお願いいたします。 

 議案第６１号平成２７年度薩摩川内市一般会計

補正予算について説明いたします。第８回補正の

予算に関する説明書１７ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、同じく２目身体

障害者等福祉費、同じく３目地方改善対策費は、

国家公務員の給与に関する法律等の一部改正に伴

う本市の給与に関する条例等の一部改正に合わせ

て、人件費を補正要求するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたけれども、これより質疑に入ります。質

疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）おはようございま

す。それでは、１４日に引き続きまして、障害・

社会福祉課の予算の概要について御説明させてい

ただきたいと思います。 

 それでは、黄色の表紙の当初予算概要に基づき

御説明させていただきますので、５６ページをお

開きいただきたいと思います。上段からでござい

ます。 

 まず、臨時福祉給付金支給事業でございます。

これにつきましては、今まで２年間、簡素な給付

措置として臨時福祉給付金を支給しておりました

が、平成２８年度も継続という形で予算を計上い

たしております。 

 あわせまして、賃金引き上げの恩恵が及びにく

い低年金受給者、補正予算では高齢者等を計上さ

せていただいておりましたが、当初予算におきま

しては、障害基礎年金及び遺族基礎年金受給者を

対象とした年金生活者等支援臨時福祉給付金を計

上させていただいたところでございます。 

 支給額につきましては、簡素な給付措置につき

ましては、本年度は６,０００円でございましたが、

３,０００円になっております。年金生活者等の支

援臨時福祉給付金につきましては、３万円という

ような形で計上させていただいておりまして、合

計で１億２,４０８万８,０００円を計上させてい

ただいたところでございます。 

 次に、最下段でございますが、障害者（児）自

立支援事業でございますが、これにつきましては、

２１億９６万円を計上させていただいております

が、これは障害者の障害福祉サービス費自立支援

医療あるいは療養介護医療費等の給付を行うもの

で、障害・社会福祉課の中で一番大きな予算とな

っているところでございます。 

 あけていただきまして５８ページでございます。

最下段でございますが、放課後等デイサービス事

業でございます。これにつきましては、心身障害

児の通園事業に対するニーズが非常に高まってい

るというようなこと等から、施設もできつつござ

います。そのようなこともございまして、平成

２８年度につきましては、就学支援に対する部分



 

- 4 - 

 

サービスで１億１,３００万円というようなことで、

去年より約２,７００万円程度の増になっておりま

す。 

 あけていただきまして、５９ページの最上段で

ございますが、これはつくし園の管理運営業務指

定管理委託料でございますが、つくし園につきま

しては、未就学児の障害児に対するサービスでご

ざいまして、指定管理を社会福祉協議会に委託し

て お り ま す が 、 予 算 的 に は ９ , ５ ０ ９ 万

８,０００円を計上させていただいたところでござ

います。 

 以上が、簡単ではございますが、障害・社会福

祉課の当初予算の概要でございます。予算の詳細

につきましては、この後、障害・社会福祉課長か

ら説明させていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では、引き続き、当局に

補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）それでは、

議案第７０号平成２８年度薩摩川内市一般会計予

算について説明いたします。 

 歳出予算から説明いたします。予算調書の

１３６ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の社会福祉管理運

営費は、社会福祉事務及び地域福祉推進事業に係

る経費で、事業費は３億３８１万４,０００円です。

主なものは社会福祉事務嘱託員等２９８人の報酬、

それから本庁及び支所の一般職員２０人分の給与

費等でございます。 

 次に、同じく１３６ページ、下の段、社会福祉

施設管理費２０９万円は、社会福祉施設の維持管

理に係る経費でございます。 

 次のページ、１３７ページをお開きください。

先ほども部長のほうから説明がありましたが、臨

時福祉給付金事業費１億２,４０８万８,０００円

は、臨時福祉給付金給付に係る経費で、主なもの

はシステム改修委託等と給付金でございます。 

 今回の臨時福祉給付金の概要につきましては、

市民福祉委員会資料で説明いたします。市民福祉

委員会資料の１３ページをお開きください。 

 まず、臨時福祉給付金の目的等について説明い

たします。平成２６年４月からの消費税率の引き

上げに際し、低所得者への影響を緩和するため、

また、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受

給者を支援するため、暫定的・臨時的な措置とし

て、低所得高齢者向けの年金生活者等支援臨時福

祉給付金、障害・遺族基礎年金受給者向けの年金

生活者等支援臨時福祉給付金、そして簡素な給付

措置としての臨時福祉給付金の三つの給付金があ

り、いずれの給付金も今年度給付するものです。 

 このうち、低所得高齢者向けの年金生活者等支

援臨時福祉給付金は、平成２７年度補正予算とし

て、既に可決されており、平成２８年度に繰越給

付を行うものです。 

 また、障害・遺族基礎年金受給者向け年金生活

者等支援臨時福祉給付金と、簡素な給付措置とし

ての臨時福祉給付金については、平成２８年度当

初予算として予算措置を行い給付を行うものです。 

 給付対象者、給付額、給付者数、受付期間、初

回の給付時期は、それぞれ記載してあるとおりで

すので、御参照ください。 

 以上で、臨時福祉給付金の説明を終わります。 

 続きまして、予算調書に戻りますが、予算調書

の１３７ページの下の段です。３款１項１目身体

障害者等福祉費の一般障害者自立支援事業費は、

障害者団体への運営費助成、障害者施設の維持管

理、福祉タクシー等利用料助成等に係る経費で、

主なものは、職員７人分の給与費、サン・アビリ

ティーズ川内の指定管理料、身体障害者福祉協議

会運営補助金、福祉タクシー等利用料助成でござ

います。 

 次に、１３８ページ、障害者（児）自立支援事

業費２１億１,５２３万８,０００円は、障害者福

祉サービス及び障害福祉サービス利用料助成等に

係る経費で、主なものは障害認定訪問調査相談業

務嘱託員３人、育成医療嘱託医等の報酬、介護給

付費、自立支援医療費等補助事業扶助費でござい

ます。 

 同じく１３８ページの下の段、重度心身障害者

医療費助成事業費２億５,７３６万７,０００円は、

重度心身障害者の医療費助成及び医療費助成申請

書回収業務委託に係る経費で、行政事務嘱託員

（Ⅱ種）３人の報酬、医療費助成が主なものでご

ざいます。 

 次に、１３９ページをお開きください。特別障

害者手当等給付事業費４,４７１万円は、特別障害

者手当等の給付に係る経費で、嘱託医２人の報酬

及び特別障害者手当等給付費に要する経費でござ

います。 
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 同じく１３９ページの下の段、地域生活支援事

業費１億７,７０９万４,０００円は、市町村事業

として実施する地域生活支援事業に係る経費で、

主なものは手話通訳業務嘱託員の報酬、地域活動

支援センター事業及び相談支援事業業務委託等の

委託料、日常生活用具等給付費等補助事業扶助費

が主なものでございます。 

 次に１４０ページ上の段、障害児通所支援事業

費２億１,５６５万８,０００円は、未就学児の児

童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業並

びに利用料助成に係る経費で、子ども発達支援セ

ンターつくし園の指定管理料及び放課後等デイ

サービス事業に係る補助事業扶助費が主なもので

ございます。 

 なお、今回、子ども発達支援センターの機能を

強化する事業として、新たに発達支援システム事

業を実施する予算を措置いたしましたので、事業

の概要を市民福祉委員会資料で説明いたします。

１４ページをお開きください。 

 まず、現状と課題ですが、近年発達に課題を抱

え、専門機関における児童発達支援やその他の療

育的支援を必要とする児が増加しており、現在、

市内における児童発達支援事業所はつくし園１カ

所のみであり、常に待機状態となっております。 

 また、経過観察を必要とする児や保育園、幼稚

園における発達に課題を抱える児が増加し、対応

に苦慮しています。 

 現在は、療育の要否、療育期間等を療育事業所

のみで判断しており、就学まで継続して療育を受

ける児も多い状況です。 

 次に、事業の目的ですが、児童発達支援セン

ター機能を強化し、相談支援、地域支援機能の充

実、地域の保育園、幼稚園等における療育的支援

をサポートできる体制を整備するとともに、これ

まで療育機関のみで実施していた療育の要否、療

育期間等を子ども発達支援検討会において判断し、

支給決定につなげる仕組みを構築するものです。 

 ３の発達支援システム体制の基本的な流れにつ

いて説明いたします。 

 保育園、幼稚園、母子保健事業等で把握された

発達に課題を抱える児については、児童発達支援

センターつくし園に連絡し、つくし園の発達相談

員による相談支援コーディネートを行います。 

 つくし園の発達相談員が療育の必要性が高いと

判断した場合は、保護者から市へ申請してもらい、

外部の相談員に再度見てもらいます。複数の発達

相談員による判断をもとに、子ども発達支援検討

会を開催し、療育の必要性について検討します。 

 療育が必要と判断された場合は、保護者は市へ

サービス利用の申請をしてもらい、つくし園等の

専門的な療育を受けられることになります。 

 療育が不必要と判断された場合は、児童発達支

援センターによる相談支援や保育所等訪問支援の

実施によるフォローを行い、地域で児を支援して

いく体制づくりを行っていきます。 

 今回、この発達支援システム体制の中にありま

す子ども発達支援検討会に係る費用について予算

を措置したものです。 

 外部の発達相談員に係る謝金及び子ども発達支

援検討会に出席する相談支援専門員、保健師、医

師等の出会謝金、旅費になります。 

 以上で発達支援システム事業についての説明を

終わります。 

 それでは、また予算調書に戻りますが、予算調

書の１４０ページの下の段、小児慢性特定疾患児

日常生活用具給付事業費６４万８,０００円は、小

児慢性特定疾患児に対する日常生活用具給付及び

軽度・中等度難聴児補聴器助成事業に係る経費で

ございます。 

 次に、１４１ページをお開きください。３款

１項３目地方改善対策費の隣保館管理運営費

２,９２１万４,０００円は、隣保館の管理運営に

関する経費で、隣保館長と嘱託員５人の報酬、職

員一人の給与費、冷水会館、杉ノ角会館のエアコ

ン購入に係る備品購入費、人権啓発等連絡協議会

運営補助金が主なものです。 

 同じく１４１ページの下の段、３款５項１目災

害救助費１,３４８万３,０００円は、局地災害救

助及び災害救助法適用による自然災害等罹災者へ

の援助事務費等に係る経費で、災害弔慰金等扶助

費が主なものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳入について、主なも

のを説明いたします。予算調書の３１ページをお

開きください。 

 １５款１項１目民生費１１億９ ,３０３万

４,０００円は、障害者自立支援給付費等負担金、

児童発達支援センター給付費負担金等です。 

 次に、１５款２項２目民生費補助金１億
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４,９１２万４,０００円は、臨時福祉給付金給付

事業費補助金等でございます。 

 次のページ、３２ページをお開きください。

１６款１項１目民生費負担金５億７,９８６万

７,０００円は、障害者自立支援等給付費等負担金、

児童発達支援センター給付費負担金等です。 

 次に、１６款２項２目民生費補助金１億

５,４９９万７,０００円は、重度心身障害者医療

費助成事業費補助金、隣保館運営等事業費補助金

等でございます。 

 次に、１９款１項３目り災救助基金繰入金

１,０８３万３,０００円は、災害救助費として災

害り災援者護措置要綱に基づく救助を行うため、

必要経費分を取り崩し、繰り入れるものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）当局の説明がありました

が、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（中島由美子）発達支援システム事業に

ついてなんですが、数年前から発達障害というか、

そんな子どもたちが多くなっていきますよという

ことを聞いておりまして、幼稚園、保育園を結構

回っておられたと。なかなかだけど、療育がわか

る方は少ないという話も聞いていたんですが。そ

の幼稚園、保育園の保育士さん、教諭等々が、療

育の専門家になっていくには、なかなか厳しいも

のがあるのかというのが１点と。今回のこの発達

支援検討会が月２回程度できるということで、今

まで県のほうの発達支援の事業所に行かないと認

めてもらえなかったという部分が、市のほうでも

発達障害と認めてくれるという考え方でいいです

か。またそれとは違うんですか。もうちょっとこ

のあたりを教えてください。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）まず、保育

園等の先生方については、保育所等訪問支援事業

につきまして、ことしの１２月から始めているん

ですが、つくし園の相談員のほうが行きまして、

保育士さん、それから子どもたちに説明、指導を

通して、その内容等をわかっていただくというこ

とで進めております。 

 それから、市のほうで判断するかということで

すが、あくまでも判定をしていかないといけない

ですので、そこあたりですが、ちょっとそこにつ

いては担当のほうから具体的な説明をさせます。

済みません、よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）主幹のほうでお願いしま

す。 

○主幹（井上聡子）最初の御質問の保育園の保

育士さん及び幼稚園教諭の方々が発達の専門家に

なるにはということなんですけれども。研修会等

も開催されていますが、なかなかわかりにくい部

分もあるということで、先ほどありましたつくし

園のほうの児童発達支援センターの機能の中に、

保育所等訪問支援事業といいまして、療育の専門

家が保育園等にお伺いいたしまして、地域支援と

いうことで先生方に、この子に関しては、このよ

うな療育的指導を－専門的な療育ではないんで

すが、療育的指導をするための研修を兼ねた支援

をする事業も開始されております。 

 このほかにも、県が主催する療育等支援事業で

あったりとか、養護学校が実施する巡回相談等も

ありますので、そのような事業を組み合わせて先

生方への支援も兼ねた療育的指導ができる体制の

構築を考えております。そのためにまずつくし園

のほうに相談をしていただくということで考えて

おります。 

 それから、発達支援検討会についてですけれど

も、これにつきましては、専門的な療育が必要な

子どもさんであるのか、もしくは地域の園におい

て療育的指導を受けることで大丈夫な子どもさん

であるのかという部分の、療育が必要かどうか、

もしくはどのぐらいの期間、専門的な療育が必要

で、また地域の園に帰ってこれるのかというよう

な、そこを判断する検討会になっております。 

 先ほど中島委員のほうから御質問のあった、こ

れまで県の総合療育センター等で、そこは医療で

診断という形で、発達障害があるという診断をつ

けるための機関が総合療育センターという形にな

っております。診断をつけなければ療育が受けら

れないということではないんですけれども、診断

をつけるときには、総合療育センターもしくは発

達の診断のできる医療機関で受診していただくこ

ととなります。 

 なんですけれども、診断はつかなくても、療育

的なこういう支援をすれば、発達の課題解決がで

きるというような相談につきましては、地域でで

きる体制ということで、つくし園の児童発達支援



 

- 7 - 

 

センターが中心になって支援をしていくという流

れになるということになります。 

○委員（中島由美子）なかなか難しいものがあ

るなと思うんですが、なかなか診断を受けられな

い状態、待ちの状態があって、療育が受けられな

かったという子どもたちにとっては、保護者にと

っても、少しでも早く療育が受けられるというこ

とができるという考え方でいいですか。 

○主幹（井上聡子）なるべく早くということな

んですが、先ほども課長のほうからもありました

ように、今現在、専門的療育が受けられる機関と

いうのが、市内には１カ所しかございません。そ

この点にも課題がございますので、障害者自立支

援協議会というところに、子ども部会を設置いた

しまして、この療育施設の受け入れ先の拡充とい

うことについても、議論をいたしまして、そこを

広げていくとともに、利用すべき人を優先して、

地域でも見れる体制というのを構築していくと。

並行してそこの受け入れ先の拡大というのも議論

して、二、三してもいいかなというところが、今

手を挙げかけていらっしゃいますけれども、その

辺をまた児童発達支援センター中心に支援をしな

がら、そのような受け入れ口の拡大ということに

も努めてまいりたいと思っております。 

○委員（中島由美子）何となくわかってきまし

たが。何せ療育がわかる方がふえていくことと、

その子ども一人一人に応じてしっかりと対応がで

きる体制が少しでも整っていけるのかなというふ

うに感じましたので、なかなか厳しいものはあり

ますが、個に応じた保育園、幼稚園、そしてまた

担当は違うんでしょうけど、学校でもできるのか

なと思いますので、しっかり頑張っていただきた

いと思います。 

 あと、ちょっと聞いた話で、なかなか学校現場

じゃないからまだあれなんですが。学校現場でこ

の子は療育が必要なんですよと言われるけど、先

生が受け入れられないというのも、ちょっと聞い

たりすることもあるもんですから。なかなか発達

障害、療育という捉え方というのか、そのあたり

が本当わかりにくいからこんなことに、専門家が

なかなかうまく育っていかないというのか、わか

りにくい部分があるのかなと思いますので、大変

だと思うんですけども、保育士さんや幼稚園教諭

または学校現場の先生たちが少しでも専門家にと

いうか、なっていけるような体制は難しいかもし

れませんけど、つくし園を中心にやっていってく

ださればと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほかに

ございませんか。 

○委員（福田俊一郎）関連してですけれども。

今御答弁をいただきましたけれども、そもそもつ

くし園の定員は、今何名なのかというのと、この

資料にも発達支援を必要とする子どもたちがふえ

ているということですが、ここ二、三年で結構で

すけれども、把握しておられる児童数について数

字を示していただければと思います。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）今、つくし

園の定員等についてということでしたが、事業が

二つありまして、センターと事業とありますが、

センターの定員が４０名で、今、登録者数が

５０人です。それから事業のほうの定員が１０人

で登録が３０人いらっしゃいます。 

 １日平均大体３２人ぐらい利用されております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）補足説明があれば、主幹

のほうでどうぞ。 

○主幹（井上聡子）発達に課題を抱える子ども

さんについてですが、先般、幼稚園、保育園に、

子育て支援課に協力をいただきまして、在園して

いらっしゃる子どもさんの中で、発達に課題があ

る可能性のある子どもさんがどのぐらいいらっし

ゃいますかということで調査をさせていただきま

した。 

 保育所、保育園、それから幼稚園それぞれに分

けて集計させていただいたんですけれども、預か

っていらっしゃる子どもさんの年代層が保育園さ

んはゼロ歳児さんから、幼稚園さんは３歳、４歳、

５歳ということで、ちょっとばらつきがあったん

ですけれども、全体を平均すると子どもさんの約

９.７％に、数で言いますと、全体の在園児数が

４,０５４名中３９４名、９.７％、大体全国の平

均が１割ぐらいはそういう子どもさんがいらっし

ゃるであろうという統計が出ておりますので、本

市におきましても、同じような状況があるという

ことです。 

 先ほど言いましたが、幼稚園等は年齢の高い子

どもさんが多いですので、幼稚園等になると、さ

らに高い割合で課題を抱えている子どもさんが存
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在しているということがわかっております。 

 以上です。 

○委員（福田俊一郎）人数を見ても、現在のつ

くし園で対応できる数値においては、大変厳しい

状況ですし、今後施設も整備していかなければな

らないかなというふうに思ったところです。 

 したがって、なかなか県の対応も、施設整備に

ついては厳しい状況等もあろうかと思いますので、

市のほうでのそういう施設整備に対する支援等も

今後検討をぜひしていただきたいということで、

１点だけ申し上げておきます。 

○市民福祉部長（春田修一）今、課長及び主幹

のほうがるる説明しましたように、かなり発達に

課題を抱えるお子さんがふえてきているのは事実

でございます。 

 それで、つくし園のほうの利用者数も定数に届

くような形で、毎年上げていただきたいというこ

とも要望しております。 

 それと、市民健康課のほうでも、豆の木教室を

しているんですが、そこのほうも、かなり、つく

し園に通いたいというようなことで、一時的な待

機と申しますか、そのためにしております。 

 それでも、非常にふえてきているというような

状況等があって、自立支援協議会の子ども会の中

でも、施設整備が必要だということで、いろいろ

アクションを起こしておりまして、先ほど井上主

幹のほうが言ったように、何カ所か手を挙げたい

という方が出てきだしましたので、今後はそれら

を支援をする体制を整えていきたいなというふう

に考えています。 

 現在は、市内で充足できないので、市外のほう

に行っている方もいらっしゃいますので、できれ

ば市内の中でそういう体制を整えたいと思ってい

ます。 

 また、障害児保育のほうも、子育てのほうで

８カ所ぐらいは今保育園で障害児保育の受け入れ

をしているんですが、先ほど中島委員がおっしゃ

いますように、施設の問題、施設整備の話、ある

いは指導者の関係があって、全ての園が受け入れ

ることができない状態もあって、またそちらのほ

うもニーズが高いような状況がございますので、

今後は人的な確保、あるいは施設整備ということ

も含めて、早い時点で方向性を出して体制がとれ

るような形で進めていきたいと思っております。 

 そのためにも、今回、この発達支援システム事

業というのを入れて、つくし園を中心に、いろん

なそういう相談体制あるいは支援体制というのを

整えられればというような思いで、今回、新たに

予算計上させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）関連しまして、今の専門的

療育が市内１カ所しかないということで、早急に

診断だとか判断だとか、その辺が問題なのかなと

思うんですけれども。最近増加している要因、食

生活なのか何なのか、もし具体的にわかれば。 

 それと、先ほど言われた専門員以外で地域で見

れる体制、地域で見れる体制とは、具体的にどう

いったことを示されているのか、説明をお願いし

ます。 

○主幹（井上聡子）要因については、全国的に

も非常に難しい問題と言われております。先ほど

も言われましたように、食生活も関連があるので

はないかという研究もあったり、いろんなことも

ありますが、そこはなかなかこれが原因というの

を申し上げるのは、非常に厳しい状況だと思われ

ます。 

 ただ一つには、子どもさん自体には、そこまで

発達的な課題という意味では問題はなくても、少

し課題に近いグレーゾーンというか、そういう子

どもさんがいらっしゃったときに、家族機能がち

ょっと弱くて、そこに対応ができずに、課題を抱

えている困り感が出るということもございます。

そこについては、先ほど言いましたつくし園での

コーディネートを通して、家族機能のコーディ

ネートをする。必要なサービスを導入したり、支

援をすることで解決する部分もあるのではないか

というのも言われておりますので、そこの部分に

ついては、児童発達支援センターのコーディネー

ト機能で解決を図っていきたいということを思っ

ております。 

 先ほど地域での受け入れ態勢ということなんで

すけれども、先ほど言いました保育所等訪問支援

事業というのは、学校のほうへも派遣が可能な事

業でございます。幼稚園であるとか保育園である

とか、そのようなところに、子どもさんの発達課

題に応じた適切な対応がなされれば、その子の発

達課題をクリアしていく能力を高められるという

ふうに言われております。 
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 なので、このようなことが起こったときには、

こういうふうに対応するというようなノウハウを

専門的な職員から幼稚園、保育園の先生、教諭の

方々に伝達することで、その子たちの伸びていく

力を引き出す療育的支援、療育的保育ということ

をしていくことが地域で見ていく力、実際に放課

後等デイサービスとか、そういうところに、発達

相談員のほうを、今でも派遣いたしまして、こう

いうかかわりをすると、地域の中でほかの子ども

たちと、こういうことをさせるといいですよとい

うのを、お示しすることで、すごく保育がうまく

いく場合も経験しておりますので、そのようにし

て、地域が発達障害児を受け入れる力というか、

そのようなところを少しつけていければいいのか

なというふうに思っております。 

○委員（森満 晃）先ほど中島委員のほうから

もありましたけど、なかなか先生方の判断もしづ

らいと。そういう中で、家庭で家族ぐるみという

ことで、御両親だとか、家族の子どもに対しての

判断がしづらいというか、その部分も大きいのか

なというのも耳にするんですけれども、その辺の

今後の保護者の教育だとか指導だとか、そういう

部分はどうなんですか。 

○主幹（井上聡子）かつてつくし園は母子通園

施設ということで、そういう課題のある子どもさ

んの家族の教育といったら言葉が悪いですけど、

家族支援も担ってきた経緯もありました。そこが

今は、一部母子通園も残っているんですけれども、

そこら辺がないこともありまして、この児童発達

支援センター機能の中に、家族への支援機能とい

うのがありますので、そこの機能を生かして、今、

基幹相談支援センターのほうでも、発達相談員と

協力いたしまして、家庭訪問等を実施しながら家

族への－よくトラブルがございます。子どもが

こんなになって、親もパニクってどうしようもな

いということもあるんですけれども、家庭訪問等

いたしまして、あと学校とか保育園のほうへもお

伺いさせていただきまして、随時発達相談員、発

達の見立てができる職員というのが、数少ないん

ですけれども、市内に数名おりますので、その職

員と一緒に家庭訪問であったり学校、幼稚園、保

育園等を回らせてもらっている状況の中で、保護

者の方にも対応をしているところです。 

○委員（森満 晃）わかりました。本当に早期

の段階のそういったシステムだとか、そういう部

分を今後進めていただければと思います。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（井上勝博）一つは、特別障害者手当な

んですが、これは年度ごとに給付されている方の

推移というのがわかれば教えていただきたいのと。 

 それから、障害認定訪問調査相談業務嘱託員と

いうのが１３８ページにありますけれども、この

ような方々の業務の内容と、それから相談支援事

業業務委託というのが１３９ページにあるんです

が、同じように業務の内容などを教えていただき

たいと思います。 

○委員長（永山伸一）後で聞いていただければ

済むことですね－課長ありますか－井上議員、

今資料がないみたいですので、後ほど個人的にお

聞きください。 

 ほかにございませんか。 

○議員（井上勝博）考えが聞きたいんですから、

何を言っているんですか、委員長。 

○委員長（永山伸一）今、資料がないみたいで

すので。どうしますか。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）特別障害者

手当の推移について過去２年の推移ですが、受給

者が平成２６年度は９４名、平成２７年度が

９３名となっております。 

 その前はちょっと数字を持ってはないですが、

年々、若干減ってきている状況です。 

○委員長（永山伸一）あと２点、主幹のほうで。 

○主幹（井上聡子）障害認定訪問調査相談業務

嘱託員についてでございますが、こちらにつきま

しては、相談という名目が確かに入っているんで

すけれども、主な業務内容は、障害の支援区分と

いうものが６段階ございますが、それを出して、

サービス内容を決定する一つの目安にすることに

なっております。そのもとになります調査を行い

まして、支援区分を出すための調書をつくるとい

うことが主な業務内容。 

 それから、サービスを受ける際に利用計画をつ

くることになっております。その利用計画の内容

を確認する。 
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 それと、最初に窓口のほうにいろいろなサービ

スにつきまして、市民の方が御相談に見えたとき

の基本的な対応をするということで、相談という

名称が入った嘱託員という形になってございます。 

 それからもう一つ、相談支援事業のことのお尋

ねがございましたが、こちらは外部委託をする形

で、６名の相談支援専門員がその中に在籍してお

ります。外部委託ということで、二つの市内の事

業所さんのほうに、それぞれ３名ずつの相談支援

専門員さんを配置いただいて、これは主に在宅の

障害者の方々になりますけれども、直接御家庭を

訪問して、いろいろな御支援であったりとか、相

談をお受けして、その方の要望を、例えば仕事を

したいとかいう希望があれば、就労系の事業所の

ほうに一緒に御案内をして、その手続を進めるで

ありますとか、そういう具体的な個人への支援を

するということで、委託事業で計上させていただ

いているものでございます。 

○議員（井上勝博）承知しました。相談支援事

業業務委託のことなんですけど、これ私も知って

いる人がいて、かなりの量を抱えていらっしゃる

ようなふうに聞いておりまして、６名で本当に足

りるのだろうかと。一人の方がどれだけの相談件

数を持っていらっしゃるかということもお尋ねし

たいのですけど。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。一人に

対する相談件数、主幹のほうでお願いします。 

○主幹（井上聡子）事業所は２カ所、それぞれ

に３名ずつの相談員がおりますが、一人は市役所

の窓口に出向という形で、窓口での相談支援のか

なめになる職員を１名置いておりますので、地域

のほうでは５名の相談員が実際相談という形で相

談を受けております。 

 月々、毎回、実績の報告をしていただいている

んですが、相談支援の件数といたしまして、１事

業所３名いるところで、大体７０件から１００件

の相談支援の実績が上がってまいります。もう一

つの事業所につきましては、２名ですので、

６０件から７０件程度が上がってまいります。な

ので、大体、月平均２０から３０、一人当たりの

件数を家庭訪問もしくは電話対応。 

 ここの実績には上がってこない、ここは訪問と

来所相談のみを実績に上げておりますので、これ

に付随して電話相談であったりとかいうものも、

数にちょっと見えてこない部分はありますが、

４ 月 か ら ２ 月 ま で の 実 績 で 、 全 相 談 数 が

１,７２９件上がっておりますので、そのような状

況です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△陳情第２号 精神障害者の交通運賃割引

を求める意見書提出を求める陳情書 

○委員長（永山伸一）次に、陳情第２号精神障

害者の交通運賃割引を求める意見書提出を求める

陳情書を議題とします。 

 陳情文書表は、事前に配付してありましたので、

朗読を省略します。（巻末に陳情文書表を添付） 

 本陳情について、当局に資料の提供及び補足説

明をお願いしてございます。 

 資料を配付しますのでしばらくお待ちください。 

［資料配付］ 

○委員長（永山伸一）それでは、当局のほうか

ら補足説明を、済みません、お願いします。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）それでは、

本日お配りした資料に基づき、障害者手帳の所持

により受けられる運賃等割引制度の概要について

説明いたします。 

 まず、ＪＲバスを除くバスの運賃割引について

は、３障害とも対象になっていますが、精神保健

福祉手帳保持者については、１級と２級の保持者

に限定されています。 

 それから、本市のコミュニティバスの運賃割引

については、３障害とも対象となっています。 

 ＪＲバスの運賃割引については、身体障害者手

帳と療育手帳所持者に対象が限定されています。 

 ＪＲの運賃割引については、身体障害者手帳と

療育手帳所持者で、片道１０１キロ以上の利用者

に対象が限定されています。 

 肥薩おれんじ鉄道の運賃割引については、３障

害とも対象となっていますが、片道１０１キロ以

上の利用者に限定されております。 

 有料道路の割引については、身体障害者手帳と

療育手帳所持者に対象が限定されています。 

 航空運賃の割引については、対象者が身体障害

者手帳と療育手帳所持者の１２歳以上の方に限定
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されています。 

 次に、船舶の運賃割引についてですが、甑島商

船を含む県内２０社の船舶のうち、１８社につい

ては対象が身体障害者手帳と療育手帳所持者に限

定されていますが、桜島フェリーとフェリーさん

ふらわあの２社については、精神保健福祉手帳所

持者も対象となっております。 

 タクシー料金の割引、１割引きについては、

３障害とも対象となっています。 

 また、これらの運賃等の割引については、法で

定められているのではなく、国土交通省から事業

者への通達等により協力依頼がなされているもの

でございます。これを受けて、事業者が独自に、

またそれぞれの団体、協会ごとに一定の割引を行

っているものでございます。 

 なお、参考までに本市の精神保健福祉手帳の所

持者数について説明いたします。 

平成２７年４月１日現在ですが、１級、重度の

方ですが、６名いらっしゃいます。２級の方は

５４５人、３級の方は１２３人いらっしゃいます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明いただきま

したけれども、これを含めて、それでは、これよ

り質疑に入りたいと思います。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）この陳情の願意としては、

精神障害者の方も、身体障害者あるいは知的障害

者と同等にということだろうと思うんですね。 

 それで、身体障害者というのは大体イメージが

湧くんですけど、精神障害者、いわゆる統合失調

症だとか精神病あるいは薬物的な部分なのかなと、

そういうのに苦しんでいらっしゃる方、あるいは

知的障害者としては、１８歳未満の－人格が大

人になりきれないというか、発達期の、そういう

部分なのかなと思うんですけど。その辺がちょっ

とわからなくて、その辺の違いですね。障害者と、

身体障害者、知的障害者のその違い的なものをも

う少し詳しく説明をいただければというのが１点

と。今、この運賃割引制度で見まして、精神障害

者の場合はいろんな何らかの条件があるというこ

とで、精神障害者の方はこのほかにも何か、この

運賃以外で、そういう手当だとか補助などがある

んですかね。 

 その２点をとりあえず、まず。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）違いについ

ては主幹のほうから説明させます。 

○委員長（永山伸一）まず、相違点について主

幹のほうでお願いします。 

○主幹（井上聡子）まず、身体障害の場合は、

視覚、聴覚、平衡機能障害、音声、あと内部障害

等も含めて、身体的なものと病気ですね。内部の

障害のものが身体障害の対象となります。 

 それから、療育手帳につきましては、知的発達、

ＩＱとかＤＱというもので測定するんですけれど

も、これは児童相談所のほうで一括して判定を行

いますが、知的な能力についてＩＱ等の低下が見

られる場合を知的障害というふうに呼びます。 

 それから、精神保健福祉手帳が取れる方につい

て、これが多分わかりにくいところだと思うんで

すけれども、先ほど言われました統合失調症であ

るとか、躁鬱、てんかん、あと、それから器質性

精神病と言われるものであったりとかなんですけ

れども、ここら辺はわかると思うんですが、中に

は、先ほど言われました発達障害、発達障害の場

合は精神保健福祉手帳に含まれます。 

 それから、認知症も精神保健福祉手帳に含まれ

ます。 

 それから、交通事故等で、体は元気になったん

だけれども、脳が損傷したことで高次脳機能障害

とかっていう脳障害等が出るんですけれども、そ

の場合も精神保健福祉手帳の対象になるというふ

うになります。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）相違的についてはよろし

いですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）じゃあ、何か手当等の問

題についてありますか。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）その他の割

引等についてですが、こちらで把握している分に

ついて説明いたします。 

 障害者控除については、精神障害者、精神保健

福祉手帳をお持ちの方についても対象となってお

ります。 

 それから、ＮＨＫ放送受信料の減免についても、

精神障害者保健福祉手帳の１級を持っていらっし

ゃる方も対象となっております。 

 重度心身医療費助成については、県の要領に基

づき支給しておりますので、対象となっておりま
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せん。 

 以上です。 

○委員（森満 晃）わかりました。そうします

と、この交通運賃割引制度は同等にということで、

精神障害者との一番の大きなすみ分けというか、

そこの部分はどんなふうに捉えたらいいんですか

ね。この運賃割引制度が身体障害者と療育につい

てはほぼ全部、障害者の場合はあるのとないのと

いう部分の一番の大きな違いというか、すみ分け

という、その部分は。 

○市民福祉部長（春田修一）私も、これ、資料

で読んだ部分なんですが、精神のこの手帳につい

ては、身体とか知的障害よりおくれた形で制度設

計がなされてきているというようなこと等があっ

て。身体とか知的の部分については先にいろんな

制度が発したんですけど、おくれたというような

こと等で、こういう格差が出ているのではないか

というようことをちょっと聞いた記憶はあります

が。それがなぜこういうふうに、片一方では、さ

っき言ったように、障害者の中の障害福祉法の中

に入っていながら、国の法律の障害者控除の中に

は入りながら、ほかのところには入ってないとか、

何でそこに線引きをしたのかは、ちょっと私ども

も正確なことはわからないというのが事実でござ

いますが。一番冒頭申しましたように、制度設計

がなされた部分がおくれてきているというような

こと等が要因ではないのかなというような思いは

持っているところでございます。 

○委員（森満 晃）わかりました。一番の要因

は制度設計のおくれということなのか、その辺も

含めた、この陳情の内容なのかなというふうに捉

えました。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）では、質疑は尽きたと認

めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）先ほどの説明を聞いてて、

このいろんな交通機関の割引制度については、事

業者がしているというふうに言われたんですが、

例えばこれを我々が受け入れたとして、この事業

者に対して、精神保健福祉手帳保持者に対して割

引をしてくれという要請はできるんですか。 

○委員長（永山伸一）課長のほうで補足があれ

ば。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）先ほども説

明の中で申しましたように、あくまでも国のほう

から事業者に通達等でお願いということでされて

おりますので、あとは事業者がされるかどうかの

問題です。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。では、

質疑は尽きたと認めます。 

 それでは、質疑を終了し、本陳情の取り扱いに

ついて協議したいと思いますが、御意見あります

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）ありませんか。採決の方

向でよろしいでしょうかね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、これより討論、

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本陳情の趣旨を了とし、採択すべきものと認め

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

 よって、本陳情は採択すべきものと決定しまし

た。 

 なお、本陳情の採択に伴う意見書の提出の発議

については、後ほど協議しますので、御了承願い

ます。 

 以上で、陳情第２号に係る審査を終わります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がございますか。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）特にござい

ません。 

○委員長（永山伸一）では、所管事務全般につ

いて質疑に入ります。御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、保護課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第５３号 薩摩川内市消費生活セン

ターの組織及び運営等に関する条例の制定

について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第５３号薩摩

川内市消費生活センターの組織及び運営等に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○保護課長（小原雅彦）議案第５３号薩摩川内

市消費生活センターの組織及び運営等に関する条

例の制定について御説明申し上げます。 

 議案その２の５３─１ページをお開きください。 

 提案理由は、本会議において部長が説明いたし

ましたので、省略いたします。 

 本市では、平成２２年２月１日に消費生活セン

ターの設置の公告を行っておりますが、このたび、

近年の高齢者等の消費者被害等を鑑み、平成

２６年６月に、地方消費者行政のさらなる充実強

化を実現するため、消費者安全法が改正されたも

のであります。その中で、内閣府令に定める基準

を参酌して条例を定めなければならないとされ、

このたび御提案申し上げるものであります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）議会資料の説明はいいで

すか。 

○保護課長（小原雅彦）ごらんのとおりでござ

いますが、第１条から第８条までされております

が、中身的には住所の公告でありますとか、職員

の配置、相談員の配置、人材処遇の確保、それか

ら第６条で職員に対する研修、第７条で情報の安

全管理等について定めているものであります。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）議会資料のほうのこの

１０ページの説明はいいですね。 

○保護課長（小原雅彦）はい。 

○委員長（永山伸一）わかりました。 

 ただいま当局の説明がありましたけれども、こ

れより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）消費生活センターには資

格試験合格を得た相談員を置くことになっている

ようですけれども、今の体制の中でこれ対応がで

きるのかですね。これは数名置いて、人事がかわ

ると、その資格者がいなくなるということで、こ

れ専任でずっと置くことになるのかどうか。それ

とも、また来られた職員の方がこれを取っていく

という形になっていくのか、その辺をちょっと確

認しておきたいと思います。 

○保護課長（小原雅彦）規定に定める有資格者

につきましては、薩摩川内市におきましては嘱託

員を配置しております。そのうち４名、相談員と

して仕事をしていただいておりますが、今、国が

定める資格を持っている者は２名おります。 

 この改正等によりまして確保に努めるというこ

とでございますので、やはり確保、並びに同等の

専門的知識を、技術を有する者と市長が認める者

というのもございますので、やはり研修を深めな

がら、そういう専門的な技能の習得には努めてま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し
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ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○保護課長（小原雅彦）予算に関する説明書の

２０ページをお開きください。 

 ３款４項１目生活保護総務費、事項、生活保護

管理運営費につきまして、８９万１,０００円の増

額補正は、国家公務員の給与に関する法律等の一

部改正に伴う、本市の給与に関する条例等の一部

改正に合わせて人件費を補正要求するもののうち、

保護課分であります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、同じく

当初予算概要の６９ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ６９ページの下段でございます。保護課につき

ましては、６９ページの下段の部分と７０ページ

の上段の部分でございますが、本市の保護世帯数

につきましては、ほぼ変動のない状態と言ってい

いのかなと思っておりますが、給付費につきまし

ては、前年度の実績見込み等も勘案しながら、積

み上げ方式で算定した結果、１６億４,４００万円

を計上したところでございます。参考指標の中に、

本年１０月の被保護世帯数を書いておりますが、

保 護 世 帯 と し て ８ ０ １ 世 帯 、 保 護 人 員 で

１,０１２名、保護率１０.５３‰という形になっ

ております。 

 次に、７０ページの上段でございますが、生活

困窮者自立支援事業につきましては、これは本年

度からの、平成２７年度からの必須事業でござい

まして、平成２８年度におきましても２,４４６万

７,０００円の予算を計上させていただいたところ

でございます。 

 以上、簡単ではございますが、保護課の当初予

算の概要の説明を終わりますが、この後、予算の

詳細につきまして保護課長のほうで説明させてい

ただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では、補足説明をお願い

します。 

○保護課長（小原雅彦）保護課の平成２８年度

当初予算の内容について御説明申し上げます。 

 歳出について、予算調書の１４８ページをお開

きください。 

 事項、市民相談事務費は、市民相談及び消費生

活 相 談 に 係 る 経 費 で 、 事 業 費 は ３ ０ ７ 万

９,０００円であります。経費の主な内容は、消費

生活相談員一人分の雇用に要する経費、無料法律

相談業務委託等に要する経費などであります。 

 次に、事項、行旅病人等取扱事務費であります

が、県からの委託業務で、行旅病人等の取り扱い

に 係 る 県 委 託 事 務 で 、 事 業 費 は １ ０ ７ 万

８,０００円であります。経費の主な内容は、身元

がわからず引き取り手がない行旅病人等の葬儀等

に要する経費であります。 

 次に、１４９ページをお開きください。事項、

生活困窮者自立支援事業費は、生活困窮者自立支

援法に基づく自立相談支援事業、住宅確保給付事

業、就労準備支援事業、学習支援事業などに係る

経費で、事業費は２,４４６万７,０００円であり

ます。経費の主な内容は、生活困窮に係る相談に

際し、相談・助言などを行う相談支援員３人分の

嘱託員の雇用に要する経費のほか、貧困の連鎖防

止のため、子育て世帯に対し進路相談や子育て相

談・助言などを行う就学・子育て支援員一人分の

嘱託員の雇用に要する経費及び自立相談支援事業

のうち、訪問相談支援・プラン策定などの業務委

託等に要する経費などであります。 

 次に、事項、生活保護管理運営費は、生活保護

法の施行事務に係る経費で、事業費は１億

４,２５５万３,０００円です。経費の主なものは、

被保護者の医療に係る要否意見書の審査を行う福

祉事務所嘱託医二人分の報酬、職員１７人分の人

件費、社会保険診療報酬支払い基金への医療審査
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支払手数料、生活保護システム保守委託料や、職

員の社会福祉主事資格取得のための二人分の認定

講習会負担金などであります。 

 次に、１５０ページをお開きください。事項、

生活保護適正実施推進事業費は、生活保護業務の

適正実施に要する経費で、事業費は１,３６６万

２,０００円です。経費の主なものは、生活保護に

係る相談などを行う面接相談員二人、診療報酬明

細書点検業務嘱託員一人、年金調査員一人、医療

扶助に関する分析、重複受診調査などを行う医療

扶助相談・指導員一人、犯罪履歴のある者などに

同席対応などを行う適正保護推進員一人分、計

６人の嘱託員の雇用に要する経費などであります。 

 次に、事項、被保護者就労支援事業費は、被保

護者の就労支援指導援助等に係る経費で、事業費

は２００万４,０００円であります。経費の主なも

のは、稼働年齢層にある被保護者の就労支援を図

るための就労支援員一人分の嘱託員の雇用に要す

る経費であります。 

 次に、１５１ページをお開きください。事項、

生活保護費は、生活保護扶助に係る経費で、事業

費は１６億４,４００万円であります。経費の主な

ものは、被保護者に係る生活扶助、医療扶助に要

する経費等でありまして、これだけで全体の９割

を占めている状況であります。 

 続きまして、歳入について主なものを御説明申

し上げます。予算調書の３６ページをお開きくだ

さい。 

 国庫負担金、民生費負担金、予算額１２億

２,６４３万７,０００円は、生活保護負担金とし

て、被保護者就労支援事業と生活保護の扶助費に

要する経費と、生活困窮者自立支援事業費負担金

として、同事業に要する経費で、国から４分の

３の負担金を受け入れるものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（森永靖子）１４８ページのこの行旅の

病人等の医療費ですが、これは引き取り手のない

人、これ一人分なんですか。 

○保護課長（小原雅彦）それぞれ葬式に要する

経費については、いわゆる亡くなられた方の状況

にもよりますが、一応設計上、５人ほど予算措置

しているところです。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）今までもこういう形が何人

かあったんですか。 

○保護課長（小原雅彦）平成２７年度でござい

ますが、現在、一人は確定しておりまして、今、

二人目が微妙な状況でございます。ちなみに、平

成２６年度は１件、平成２５年度は５件ほどござ

いました。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（森満 晃）この生活保護費で全体の

１６億のうち、国庫が１２億で、もし数字がわか

れば、国全体としてどれぐらい国庫の支出が出て

いるのか、その辺、わかりませんか。 

○保護課長（小原雅彦）済みません、数字を持

ってきておりませんので、後ほどまた御報告申し

上げます。 

○委員長（永山伸一）後ほど確認のほうをお願

いします。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 説明があればお願いします。 

○保護課長（小原雅彦）委員会資料の１８ペー

ジをお開きください。消費生活相談について御報

告申し上げます。 

 １番、消費者行政の基本的な考え方であります

が、資料のとおり、消費者の安全・安心を確保す

るため、消費者が必要とする情報提供や消費者教

育・啓発活動の推進を図るとともに、消費者の苦

情・相談を迅速、的確に処理し、消費者被害の未

然防止と早期解決を図ることとしております。 

 ２番目で相談体制でございますが、生活支援相

談グループにおいて行っておりますが、グループ

長以下、職員２名、嘱託員４名、計６名で行って
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おります。 

 相談実績、３番でございますが、表のとおり、

通信・運輸に関するものが一番多く、次いで金融

となっております。１月末現在で６１６件の相談

を受けております。（２）で特徴をちょっと書い

ておりますが、相談者として、高年齢者層による

相談が多いこと。内容として、これは全体的な内

容としては、携帯、パソコン、そういったものに

よるトラブル、相談が目につくこと。それから、

やはりクレジット、消費者金融、債務に関する相

談、そういったものが多いというような状況が見

受けられます。 

 ４番目で、広報・啓発活動といたしましては、

消費者月間における川内駅等で啓発資料などの配

布、それから広報薩摩川内、ＦＭさつませんだい

等で特集番組の放送、それから高齢者クラブなど

への出前講座を行いまして、未然防止活動、相談

窓口の紹介等を行っているところであります。 

 ５番目で、相談員の資質向上といたしまして、

多様化・高度化していく契約トラブル等に対処す

る必要がありまして、国県等が主催する研修には

積極的に参加しております。今年度、平成２７年

度では１６回、延べ１６人出席させております。 

 その他の相談でありますが、弁護士、司法書士

によります法律上の相談の機会を設けておるとこ

ろであります。件数等については、ごらんのとお

りです。これらについては、無料で実施している

ところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これを含めて所管事務全般について

質疑があれば、お願いいたします。 

○委員（森永靖子）ここで関係があるかどうか

わかりませんが、せんだって薩摩川内市で何か大

口の振り込め詐欺にひっかかったという情報が入

ってきましたが、ここでお聞きしてよろしいんで

しょうか。 

○保護課長（小原雅彦）内容によりけりですが、

その内容でしょうか。 

○委員（森永靖子）そういうようなことを把握

していらっしゃるかなと思って。 

○委員長（永山伸一）報告できる事項があれば、

お願いします。 

○保護課長（小原雅彦）大口の振り込め詐欺で

しょうか。済みません、ちょっとそれについては

把握しておりません。 

○委員（森永靖子）そうですか。高齢者が何か

多額なお金の振り込みを言われて、薩摩川内市で

その事実があったということが入ってきましたけ

ど。ここでなかったら、よろしいです。 

○保護課長（小原雅彦）申しわけございません。

そのことはちょっと把握しておりません。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（井上勝博）資料によると、平成２７年

度１６５件、１月末現在ですから、４、５、６、

７、８、９、１０と、こうやって、月、例えば

５件とか、１回の相談会で５件か６件という数字

だと思うんですね。少し少ないのかなという感じ

がするんですけれども。例えば、場所をいろいろ

移動するだとか、何かそういう工夫などをされて、

件数をふやすことも必要なんじゃないかと思うん

ですが、どういうお考えがありますか。 

○保護課長（小原雅彦）相談件数の、その他の

状況のことでよろしいでしょうか。 

○委員長（永山伸一）あくまでもこれは消費生

活相談の件です。 

○保護課長（小原雅彦）相談につきましては、

来所のほか電話でもお受けいたしておりますので、

その機会を御利用いただければよろしいかと思い

ます。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）要するに１回の相談会で、

一日やられているわけですよね。その中で５件か

６件ということになるわけですよ。それがちょっ

と少ないような気が。 

○委員長（永山伸一）井上議員、今のは消費生

活相談じゃないんですか。 

［「弁護士依頼の件」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）弁護士依頼の件、ごめん

なさい。済みません、弁護士依頼、無料相談の件

だそうです。お願いします。開催箇所等がわかれ

ば、そこら辺、御報告いただければ。 

○保護課長（小原雅彦）申しわけございません。

弁護士相談につきましては、月３回、実施してお

ります。大体１日６人ぐらいが限度でございます。
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司法書士さんも、無料法律相談でございますが、

月に１回実施しておりますので、このような数字

になっているようであります。これについては、

もう事前に相談を受けまして、オーバーするよう

であれば、私どもが調整しておりますので、無理

のない状況があるというふうに現場では感じてお

ります。 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、保護課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次に子育て支援課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５４号 薩摩川内市子ども医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第５４号薩摩

川内市子ども医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）お手元の議案つ

づりその２、５４─１ページをお開きください。 

 議案第５４号薩摩川内市子ども医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

を御説明いたします。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が説明

したとおりでございます。 

 改正内容につきましては、市民福祉委員会資料

で説明させていただきます。市民福祉委員会資料

本編の１９ページをお開きください。 

 まず、１、概要についてです。（３）子どもの

定義を、１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者といたします。（４）対

象者は、従来の中学生までの子どもから、高校生

までの子ども及び１８歳までの働いている少年な

どが対象となります。 

 １ ６ 歳 以 上 １ ８ 歳 ま で の 子 ど も の 数 は

２,８２１人で、このうち生活保護世帯及びひとり

親家庭医療該当者を除いた２,２７２人が該当者に

なります。 

 県内の子ども医療費助成実施状況につきまして

は、小学校就学前から１８歳まで、各自治体さま

ざまでございますが、１８歳までの助成を行って

いる市は、出水市、曽於市、志布志市の３市でご

ざいます。 

 なお、条例の施行期日につきましては、医療機

関等との調整等を要しますので、平成２８年９月

１日を予定しております。 

 以上で、議案第５４号薩摩川内市子ども医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）今の医療費の無料化の関

係でしたけど、概要の７７ページで説明いただけ

ればいいと思うんですが、これまで中学生までが

医療費の無料化で、今回、上乗せ分ということで、

その全体の金額と、その上乗せ分の金額をちょっ

と説明いただければありがたいです。 

○子育て支援課長（知識伸一）ここ数年をちょ

っと見てみますと、決算額がおおむね－申しわ

けございません。平成２６年度決算で３億

１,６００万ぐらいでございました。これが高校生

までをいたしますと、２,０００万ぐらいふえると

いうことで、平成２８年度は扶助費が３億

４,８９１万６,０００円ぐらいになるんじゃない

かということで、半年分を計上してございます。 

 以上でございます。 

○委員（福田俊一郎）９月から２,０００万です

ね。 

○委員長（永山伸一）平成２８年度においては

ですね。 

○委員（福田俊一郎）上乗せが２,０００万。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

○委員（福田俊一郎）はい。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（森永靖子）意見でも何でもなかったん

ですが、よかったなって思うことです。 

 最初、この乳幼児医療費無料化から始めたとき

に、薩摩川内市によそから引っ越しをしてこられ

た赤ちゃんを持っておられる母親が小児科を診察

されて、そのまま帰られて、会計のほうで追っか

けていって、「もしもし、治療代ください」と言

ったら、「薩摩川内市はそういうのが要るんです

か」っていうことから始まって、関小児科の事務
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長の先生が呼ばれて、このことが始まったという

思いがあるんですが。よそではそういうのが始ま

っているんだなということを改めて、まだ川内市

のときに気づかれて、阿久根市がいち早く取り組

んでいるということで、阿久根市までお尋ねして、

始まったという経緯があるもんですから。関小児

科の力を得ながらここまで来て、１８歳までにな

ったのだなという思いがあって、今、全体の医療

費が３億を超えるまで行ったということで、非常

に皆さん助かっておられるということなので、あ

りがたいことだなという、意見でも何でもないん

ですが、よかったなという思いで話しています。

ありがとうございます。済みません、どうも。 

○委員長（永山伸一）思いを述べていただきま

した。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（成川幸太郎）今、森永委員のほうから

あったように、１８歳まで延長されたというのは

非常にありがたいことなんですが、森永委員の話

の中にもいろいろありましたように、よそから来

られた方が小児の病院に行くと、お金も払わずに

帰られるというぐらい、実際に立てかえ払いをし

なくてもいい町村も出ていると思いますし、県外

でも相当あると思います。事務の簡素化という面

でも、逆に言えば、当局の事務の簡素化にも相当、

全部、病院に一元化すれば、支払いが各個人じゃ

なくて病院に一元化できるし。実を言うと、二、

三日前、病院の先生にも相談してみたら、そのほ

うがずっと楽だと思いますよねというような、あ

る病院の院長先生ですけれども、言われてました。 

 結果的にそういう、完全にこの医療の補助が立

てかえ払いをしなくていい制度にすることはでき

ないんですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）県の子ども医療

費のシステムを実は利用をしておるところでござ

います。 

 今、九州で８県中６県が、今おっしゃいますお

金を払わなくていい方式なんですが、鹿児島県は

償還払い方式と申しまして、いろいろ今までは国

のほうが、もうお金を払わなくてよければ、多受

診といいますか、医療費がかさむということで、

そういう形で今までしてきたところなので、私も

ちょっとよくは知らないんですけど、県議会でも

毎回のように議題に上がっているところで、今後

は県のほうがまた改修していただければ、うちの

ほうも検討したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議員（成川幸太郎）県内でやってる町村は全

然ないんですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）ございません。

県のシステムをどこも使っております。 

○委員長（永山伸一）春田部長、補足をお願い

します。 

○市民福祉部長（春田修一）これについては、

今、課長のほうが説明したとおりでございますが、

国のほうでも子育て支援という形で厚労部会です

かね、その中でいろいろ論議がなされているよう

でございます。ただ、本県がしない部分は、例え

ば現物給付化にしてしまいますと、医療費が上が

るというような国のほうでは考え方を持ってます。 

 これが中学校以上になると１５％ふえるという

ようなことで、国保の調整交付金が１５％カット

というのが今の制度上あるところでございます。 

 国保運営の中でも非常に苦しい状況の中で

１５％の負担金がカットされると非常に厳しいと

いうことで、県、市長会のほうでも、この部分の

撤廃をしてくれというようなこと等で、今国のほ

うには上げているところでございます。 

 ただ、今情報では、国のほうでは、小学校まで

ですかね、就学前かどっちかだったんですが、そ

こまでなら影響が７００程度になるので、そこま

では認めようかというような話がちょっと出てる

ようでございますが、それらを見きわめながらし

ていかないといけないだろうと思っております。 

 特に、うちどもは国保の補助金の負担金の話も

ございますが、県の補助金もいただいているとい

うことがございますと、どうしても県の補助金を

もらわないと苦しい部分等も、財源的に苦しい部

分がございますので、先ほど課長が言ったように、

国・県の動向を見ながら私どもとしては対応して

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第８７号 薩摩川内市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（永山伸一）次に、議案第８７号薩摩

川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○子育て支援課長（知識伸一）お手元の議案つ

づりその３、８７─１ページをお開きください。 

 議案第８７号薩摩川内市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定についてを御説明いたします。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が説明

いたしたとおりでございます。 

 改正内容につきましては、議会資料で説明いた

します。１ペーパーの子育て支援課の議会資料を

お開きください。 

 まず、２、改正内容についてです。小規模保育

事業所Ａ型及び事業所内保育事業を行う事業所に

おける保育士の数について、国の保育士等確保対

策検討会での検討を踏まえまして、待機児童を解

消し、受け皿拡大が一段落するまでの間、以下の

特例を設けることとなりました。 

 一つ目といたしまして、朝夕の保育士配置の要

件弾力化です。小規模保育事業所等においては、

保育士を２名以上配置することになっていますが、

乳児、または幼児の年齢別の配置基準を超えて保

育士を配置している時間に限って、保育士のうち

１名を子育て支援研修を終了した者等の保育士の

資格を有しない一定の者をもってかえることを可

能といたしました。 

 二つ目といたしまして、幼稚園教諭及び小学校

教諭等の活用です。小規模保育事業所等における

必要保育士数の３分の１を超えない範囲で、幼稚

園教諭、小学校教諭及び養護学校並びに保健師、

看護師、准看護師を保育士にかえて活用するもの

でございます。 

 三つ目が研修代替要員等の加配人員における保

育士資格要件の弾力化でございます。小規模保育

事業所等において１１時間開所で、保育士一人当

たり、最長８時間労働としていること等によりま

して、省令上必要となる保育士を追加して雇い入

れることが必要となる保育士について、子育て支

援研修を終了した者等の保育士の資格を有しない

一定の者にかえることが可能となりました。 

 今回の条例改正で、対象となる事業所は、小規

模保育事業所Ａ型で、大王児園と、のびのびっこ

託児所の２カ所、事業所内保育所では、市民病院

のちゅうりっぷ園の１カ所となります。 

 また、建築基準法が改正されましたことにより

まして、同項を引用する設備基準における屋内階

段の取り扱いの改正、これにつきましては、４階

以上の建物に設置された小規模保育等の設備基準

の改正で、本市におきましては、現在、該当事業

所はございませんが、省令改正に合わせて今回改

正するものでございます。 

 最後は、施行日は、職員配置の特例を設けるも

のにつきましては４月１日、設備基準につきまし

ては６月１日となります。 

 以上で、議案第８７号薩摩川内市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定についての説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）議案第６１号一

般会計補正予算、子育て支援課分について御説明

を申し上げます。 

 第８回補正の予算に関する説明書１９ページを

お開きください。 

 ３款３項児童福祉費１目児童福祉総務費は

６０万４,０００円の増額補正で、人事院勧告に基

づくもので、給料、職員手当等及び共済に関する

補正でございます。 

 以上で、議案第６１号一般会計補正予算中、子

育て支援課分についての説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第６１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て、質疑が全て終了しましたので、これより討論

採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

認めることに決定しました。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、当初予

算概要につきまして、黄色の当初予算概要に基づ

きまして、御説明させていただきたいと思います。 

 ページとしましては７０ページからでございま

す。７０ページの中段でございます。ファミリー

サポートセンター事業、これにつきましては、平

成２８年度から家事援助も、県内でも何カ所かは

やられているんですが、本市でも家事援助も対象

とできないかというようなこと等で今チラシ等を

つくりながら、お任せ、あるいはそういう会員の

募集を今かけているところでございます。 

 次に、あけていただきまして７２ページでござ

います。上段でございますが、地域子ども子育て

支援事業におきましては、地域子育て支援セン

ターの新設補助ということで、新たに２カ所、支

援センターを立ち上げるというようなこと等がご

ざいまして、その分の補助を新たに計上させてい

ただいております。 

 中段でございますが、児童福祉施設整備事業、

これについては債務負担行為等をお願いしている

部分でございますが、保育所及び認定こども園、

各１園ずつの整備を進めるものでございまして、

定数が２号、３号で４６名、１号で９名の増とい

う形で来年の４月にはふえる予定でおります。 

 その関係で、現在も待機児童の問題等がまだ解

消されておりませんので、国のほうの予算の内示

を受け次第、できますれば補正でお願いしたいと

いうふうには考えているところでございます。 

 あけていただきまして７３ページ中段でござい

ます。利用者支援事業でございますが、これは、

新たな事業でございます。これにつきましては教

育・保育施設、あるいは地域の子育て支援事業等

を円滑に利用できるようサポートするもので、子

育て支援課内に子育て支援員を新たに配置しよう

とするものでございます。 

 ただ、将来的には母子保健のほうとも連動と申

しますか、一体化できればということで、今、市

民健康課のほうにも先進地研修とか、そういう旅
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費を計上させていただいておりまして、将来的に

は子育て支援の相談と母子保健の相談が一体的に

できないかということも今後の研究材料としてい

るところでございます。 

 次に、下段でございますが、保育対策総合支援

事業、これも国の新たな制度でございまして、保

育士の補助を行う者を雇用する保育所に対しまし

て補助を行うものでございます。 

 次に、７４ページでございます。中段、児童館

費、これにつきましては、運営補助法定分としま

して２１カ所を計上させていただいております。

本年度４月１日に新たに１カ所、平成２７年の年

度途中に２カ所が新設されております。そのほか

にも、今、相談等が２カ所ほど来ているところで

ございますので、そこが平成２８年度中に開設の

運びになりますと、これまた補正予算のほうで計

上をさせていただければありがたいというふうに

は考えております。 

 最下段でございます。保育所運営費、これにつ

きましては、丸のところでございますが、県の多

子世帯保険料軽減の対象外となっております

１８歳未満で３人以上の子どもがいる世帯につき

まして、保育料の負担軽減を行いたいということ

で考えております。予算を計上させておりますが、

認定こども園、小規模保育所につきましては、施

設のほうで保育料を徴収しますので、補助金とい

う形で予算を計上させていただき、保育所につき

ましては、本市のほうに保育料が入ってまいりま

すので、その分の軽減と、減額というような形で

予算上は措置させていただいているところでござ

います。 

 ただ、国のほうで、貧困対策、あるいは低所得

者対策という形で所得制限を設けながら制度設計

を今進めてございますが、本市のこの制度はそれ

以外の部分を対象としている部分でございますの

で、国の状況等には影響されないというふうに考

えております。 

 次に、７５ページの上段でございますが、へき

地保育所運営事業ということで、里保育園、これ

は社協のほうに指定管理をいたしております。そ

して、下甑のへき地、青瀬でございますが、これ

は直営でやっておりまして、このへき地保育所の

運営事業としましても１,８４８万８,０００円を

計上させていただきました。 

 最後になりますが、７７ページ、先ほど条例の

ところでも若干御説明、御質疑が挙がったところ

でございますが、子ども医療費助成事業費として、

今回１８歳未満に拡充したいということで、それ

に伴います予算としまして、３億７,１４４万

９,０００円を計上させていただいたところでござ

います。 

 この後、詳細につきましては、子育て支援課長

のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き、御説明を求め

ます。 

○子育て支援課長（知識伸一）議案第７０号平

成２８年度薩摩川内市一般会計予算中子育て支援

課分について、まず歳出から御説明申し上げます。 

 予算調書の１５２ページをお開きください。事

項、児童福祉管理運営費は、児童福祉法の施行と

子ども・子育て支援法第５９条に定められた子ど

も・子育て家庭等を対象とする事業に係る経費

３億４,２７９万１,０００円で、主なものは、右

側に記載のとおり、育児支援・相談等の行政事務

及びファミリーサポートセンターの業務に係る嘱

託員４名と、子ども・子育て支援会議委員１４人

の報酬、一般職１２人の人件費、病児保育事業、

地域子育て支援センター事業業務委託等のほか、

さまざまな保育ニーズに応え、障害児保育、延長

保育、一時預かり事業を実施する保育園に対する

補助金ほか７件の補助金でございます。 

 次は、事項、児童福祉施設整備費は、待機児童

の解消を図るため、定員の増や新規の施設整備に

係る経費１億７,５６１万６,０００円で、平成

２７年度債務負担行為設定分の２施設分でござい

ます。 

 １カ所目は、平成２７年度から実施しておりま

す国の保育所等整備交付金を活用した、川内すわ

保育園の大規模改築事業に対する補助金でござい

ます。 

 ２カ所目は、これも平成２７年度から実施して

おります国の保育所等整備交付金を活用した、入

来町にございます認定こども園びぼあの増改築事

業に対する補助金でございます。 

 いずれも平成２８年度に完成予定でございまし

て、完成いたしますと、川内すわ保育園の定員が

３０人の増となり、びぼあの保育所部分である

２号、３号認定の定員が１６名の増加となりまし
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て、本市の待機児童解消が図られるということで

ございます。 

 次に、あけていただき１５３ページ、事項、女

性・家庭児童相談費は、児童への虐待や女性への

ＤＶ等、家庭内の相談業務に係る経費７８０万円

でございます。 

 主なものは、女性・家庭生活支援相談員３人の

報酬、相談システムの保守管理委託料、県・市家

庭相談員連絡協議会等負担金、要保護女子の女性

相談センター等への移送費でございます。 

 事項、幼稚園就園奨励事業費は、施設型給付に

移行しない私立幼稚園に関する園児の保護者負担

軽減に係る経費１,８１３万７,０００円でござい

ます。保護者負担の格差解消を図るため、世帯の

所得状況に応じ補助するものと、多子世帯の経済

的負担軽減のため補助金を交付するものでござい

ます。 

 あけていただきまして１５４ページ、事項、利

用者支援事業費は、子育て家庭等に対し、必要な

情報提供や相談援助を行い、利用ができるよう関

係機関等との連絡調整に要する経費３６２万

７,０００円で、平成２８年度からの新規事業でご

ざいます。主なものは、利用者支援事業業務嘱託

員１名の報酬とＦＭさつませんだい事業委託費で

ございます。 

 事項、保育対策総合支援事業費補助金は、保育

士の確保に必要な措置を講じるため、各保育園の

保育士補助に要する経費２,７００万円で、平成

２８年度からの新規事業でございます。経費は保

育体制強化事業補助金で、保育士の事務補助を行

う臨時職員等を雇用する経費、２５カ所分を計上

してございます。 

 あけていただきまして１５５ページ、児童手当

福祉費は、中学校修了まで支給される児童手当給

付に係る経費１７億４,５１８万５,０００円は、

全額扶助費で児童手当の総額でございます。 

 事項、児童館費は、放課後児童クラブの管理、

運営等に係る経費１億６,１３２万９,０００円で

あります。経費の主なものは、２１児童クラブの

運営に対する放課後児童健全育成事業補助金と障

害児を受け入れるクラブに対する障害児受入推進

事業費補助金で、いずれも国・県の補助事業でご

ざいます。 

 備考欄三つ飛んで放課後児童クラブ運営補助金

は、児童数の多少による運営の活動内容の不均衡

の是正を図るもので、市の単独事業でございます。 

 次の放課後児童クラブ処遇改善等事業補助金は、

平日に１８時３０分を超えて開所しており、家庭、

学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事

する職員を配置した場合で、平成２５年度賃金と

比較して改善された金額を補助するものでござい

ます。 

 最後の補助金は、放課後児童クラブが不足して

いる地域に対し、施設等の設置に係る経費を補助

するもので、新設児童クラブ１カ所分を計上して

おります。 

 あけていただきまして１５６ページ、事項、保

育所運営費は、子ども・子育て支援新制度の教育、

保育施設事業の運営に係る経費及びへき地保育所

の運営に係る経費３３億５,５７３万円でございま

す。経費の主なものは、へき地保育所関係で、下

甑の保育業務嘱託員報酬、里の管理代行委託料、

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所等

の運営費の扶助費でございます。 

 ここで、平成２８年度からの新規事業でござい

ます多子世帯保育料負担軽減について御説明いた

しますので、市民福祉委員会資料の２０ページを

お開きください。 

 済いません、ここでちょっと訂正をさせていた

だきたいんですが。２０ページの事業の目的の

３行目、２号・３号認定「（幼稚園）」と書いて

しまったんですが、ここ、「（保育園）」でござ

います。申しわけございません。 

 それと中ほど、四角囲いの「軽減内容」で、徴

収基準額を「（上段）」のと書いてあるんですが、

ここの「（上段）」をとっていただきたいと思い

ます。上、下ともです。 

 以上でございます。申しわけございません。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、事業の目的は、多子世帯の保育料の

軽減を図ることです。１号認定につきましては、

園で保育料を徴収しているため、保育所運営費へ

軽減額を予算措置し、２号、３号については、保

育料を市で徴収しているため、保護者負担金を減

額するものでございます。 

 現在までの国の保育料負担軽減制度は、幼稚園

児は、小学校３年以下の範囲において、最年長の

子どもから順に二人目は半額、３人目以降はゼロ
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円となります。保育園児につきましては、小学校

就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を

同時に利用する最年長の子どもから順に二人目は

半額、３人目はゼロ円ということになります。 

 ３番目といたしまして、県の保育料負担軽減制

度は、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある児童３人以上を扶養し、そのうち

第３子以降が保育園、幼稚園などに入所している

世帯で、かつ市民税所得割額が９万７,０００円未

満の世帯が対象ですが、一定額以上の所得があり

ますと保育料軽減対象にならない状況となってお

ります。 

 このため、この県の保育料負担軽減制度の所得

制限をなくしまして、県の制度の対象外となって

いる世帯に対し、補助を行うということでござい

ます。 

 次の２１ページをお開きください。 

目的といたしまして、保育料算定におきまして、

年少扶養控除３３万円が廃止されましたことによ

り、多子世帯の保育料負担割合が高まってきてお

りまして、大きな問題となっております。 

 また、市の総合戦略におきましても、施策で

「子どもを持ち、育てやすい環境サービスの充

実」を掲げておりまして、多子世帯の保育料軽減

は目標となっております。 

 ５番目、保育料軽減によります効果につきまし

ては、幼稚園児は、対象児童が８８人、金額で

４６１万５,０００円、保育園児につきましては、

対象が２７３人の３,３０４万９,０００円を見込

んでおります。 

 平成２８年度保育料の２号認定、保育標準時間

の負担の例をその下にお示ししてあります。各世

帯の所得に応じまして、Ａの生活保護世帯からＤ

６の世帯までございます。 

 そこのＢ０１からＤ０１の世帯は、従来の県の

保育料負担軽減制度を活用することとなります。

その下、Ｄ０２からＤ６の世帯が今回の対象とな

るということになります。 

 なお、先ほど年少扶養控除３３万円の廃止の御

説明をいたしましたが、例えば、Ｄ０１階層で控

除を適用された方が、この年少扶養控除が廃止さ

れたことによりまして、所得は変わらないんです

けど、例えばの話ですけど、Ｄ０４階層へ移行し

て負担が大きくなるケースが出ております。 

 この問題解決と市の総合戦略基本目標である

「子育てするなら薩摩川内」の子育て世帯への負

担軽減のため、今回お願いするものであります。 

 なお、Ｄ０２階層で説明いたしますと、第３子

以降１番目は３分の２に軽減されまして、徴収基

準 額 が ２ 万 ５ , ７ ０ ０ 円 の と こ ろ が １ 万

７,１４０円となりまして、第３子以降２番目では

４分の１に軽減され、６,４３０円となる予定でご

ざいます。 

 なお、今回は国の制度改正を反映していない現

行制度で試算してございます。国によってまた制

度がちょっと変わる可能性があるということです。 

以上、保育料の多子世帯軽減についてでござい

ます。 

 済みません、戻っていただきまして１５６ペー

ジ、予算調書です。事項、母子福祉対策事業費は、

ひ と り 親 家 庭 等 に 対 す る 援 助 に 係 る 経 費

７,６９７万６,０００円で、経費の主なものは、

ひとり親家庭等医療費助成に係る医療費集計機関

審査手数料、母子寡婦福祉会運営費補助金、そし

て、母子寡婦家庭自立支援給付金は、就業に必要

な能力開発や資格取得の支援を行うもので、自立

のための教育訓練等を受けた母親等に支給するも

のでございます。 

 また、ひとり親家庭等医療費助成は、母子・父

子世帯及び父母のいない子どもを養育している家

庭の医療費を助成するものでございます。 

 あけていただきまして１５７ページ、事項、児

童扶養手当福祉費は、父母の離婚などによりひと

り親となった父または母、あるいはこれらにかわ

る児童の養育者に対しまして支給される児童扶養

手当給付に係る経費５億１,０００万円でございま

す。全額手当総額でございます。 

 事項、母子生活支援施設措置費は、ストーカー

や暴力、ＤＶ、生活困窮といった問題を抱える母

子の生活支援施設への入所措置に要する経費

３００万円で、全額扶助費でございます。 

 あけていただきまして、事項、子ども医療費助

成費は１８歳までの子どもに係る医療費の自己負

担 を 全 額 助 成 す る 経 費 ３ 億 ７ , １ ４ ４ 万

９,０００円でございます。 

 医療費集計機関等審査手数料と医療費助成の扶

助費、県の補助対象事業分と１８歳まで無料とす

る市の単独分、それぞれ記載の金額のとおりでご
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ざいます。 

 以上、歳出でございます。 

 引き続き、歳入の主なものについて御説明申し

上げますので、予算調書の３７ページをお開きく

ださい。 

 負担金、民生費負担金４億 １ ,８８３万

５,０００円は、児童福祉費負担金で、保育所保護

者負担金、保育料が主なものでございます。 

 一つ飛んで国庫負担金、民生費負担金２６億

２,０２８万３,０００円は、児童福祉費負担金で、

児童扶養手当、保育所運営費、児童手当等に充て

るものでございます。 

 次の国庫補助金、民生費補助金３億８万

６,０００円は、社会福祉費補助金及び児童福祉費

補助金で、保育所等整備交付金、母子家庭自立支

援給付金事業補助金及び児童クラブ、地域子育て

支援センター事業などの１３の地域子ども・子育

て支援事業に充てる、子ども・子育て支援交付金

が主なものでございます。 

 国庫補助金、教育費補助金５９８万６,０００円

は、幼稚園費補助金で私立幼稚園の就園奨励費補

助金でございます。 

 あけていただきまして３８ページ、県負担金、

民生費負担金８億７,７５０万２,０００円は、児

童福祉費負担金で、保育所運営費、児童手当等に

充てるもの。 

 次の県補助金、民生費補助金１億５,２５３万

１,０００円は、児童福祉費補助金で、ひとり親家

庭医療費助成事業、児童クラブ運営等に充てる子

ども・子育て支援交付金が主なものでございます。 

 次の県補助金、衛生費補助金４ ,７１１万

９,０００円は、保健衛生費補助金の乳幼児医療費

補助金でございます。 

 以上で、平成２８年度薩摩川内市一般会計予算

中、子育て支援課分についての説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、まだこれから質疑も含めて三、四十分かか

りそうですので、ここで休憩します。 

再開はおおむね１３時といたします。 

           ～～～～～～～～ 

           午後０時  休憩 

           ～～～～～～～～ 

           午後１時  開議 

           ～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

 午前中、当局の説明を受けましたので、これよ

り質疑に入りたいと思います。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済みません、新規事業のほ

うの保育対策総合支援事業の対象保育施設を、こ

れ２５保育所ということで、これは保育士の補助

を行うもの、雇用をする保育所に対して補助をと

いうことなんですけども。これは人員的に保育園

の規模だとか、そういう部分で１名ないし２名と

いうことでいいんですかね。 

○子育て支援課長（知識伸一）これは、保育園

だけに今度新しくある制度なんですけど、保育士

さんが結局いろんなことをされて忙しくて、なか

なか業務が追いつかないということで、次の日の

準備ですとか、事務的なもの等を臨時の職員さん

を雇ってそういう形をしていただければ、その分

について補助をしますよということで－１園に

つきまして、とりあえず１名を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

○委員（上野一誠）今後の動向という意味で、

保育園と認定こども園、その動きですけれども。

２施設を待機児童の解消で、いろいろ新改築やる

んですけど。流れ的には保育所という一つの位置

づけと、認定こども園という幼保連携を含めたそ

ういうものが、今後の経営のあり方としては、保

育所も児童園よりは少なくなる中で、対応を今後

していくとするならば、認定という一つの捉え方

のほうがより賢明なのかなぁと、そういう気がし

ないでもないんですが。そういう意味で申し込み

もいろいろあって、待機児童のそういう率も考え

ながら、それぞれ改築していかれるのが現状だと

思うんだけど。今後含めて、今のそういうスタン

スの置き方として、どう判断をしていく方向にし

たほうがいいのか、ちょっと当局としてどう思い

ますか。 

○市民福祉部長（春田修一）ここ５年ぐらいに

つきましては、出生者数は減少してるんですが、

今、委員おっしゃいますように、絶対数は少なく

なってきております。 

 ただ一方、これまでずっと整備を進めても、
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６００超近い定数をふやしているんですが、待機

児童が出てるということからすると、やっぱり働

く女性というんですか、社会進出されている女性

が多くなったことによる。定数をふやしても待機

児童が出てるという状況があると思います。 

 保育園か認定こども園かということになります

と、それぞれの経営者の判断になりますが、私ど

もとしましては、国も認定こども園を進めており

まして、私どもの子ども・子育て計画の中では、

認定こども園化を進めたいということでしており

ます。 

 その理由としましては、２号、３号と１号の違

いで、例えば４月の時点では、保育にかける状態

があったにしても、年度途中で失業とか、あるい

は何らかの事情でやめざるを得なくなってしまっ

て、保育の必要性がなくなってしまうと、退園を

していただくことになります。そうすると、子ど

もが今まで通ってた部分が通えなくなるとか、い

ろんなそういう問題があります。 

 そうすると、認定こども園でございますと、

２号から１号という形で変わることができて、今

までどおりの形で通園ができるという部分もある

と思います。 

 ですから、多様な家庭の事情によりまして、保

育・教育ということができるのではないかという

のが１点と、もう一つは、周辺部におきましては、

定数割れが生じてきてまして、定数を減にすると

ころも若干このごろ出てき出しております。 

 そういうことから考えますと、保育園を預かっ

てる私どもとしましては、認定こども園になるこ

とによって、１号の方も受け入れ等できるという

ことを考えると、保育園の運営等考えた場合に、

周辺部については、やっぱり認定こども園化とい

うのが必要なのかなという思いはします。 

 ただ、教育委員会の所管の中に公立の幼稚園が

ございますので、そことの絡みがございますので、

そうすべきだということは言えないところでござ

いますが、保育所の経営者の運営とかいろいろ考

えたときには、今後の進め行く道としては、認定

こども園というのも一つの方向性ではないのかな

という思いは持ってるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）国も例のメールの発信から、

保育園が近いとか、いろいろ今、国会にまで取り

上げられて、そういう待機児童を含めて、環境、

これは少し動いていくというふうに思います。 

 今度の一部改正の条例の中でも、保育士配置の

弾力化ということで、いろいろ資格の問題を弾力

化していくという流れが、こういうふうに動いて

いくのもあるので。いろいろ保育所で計画しちょ

ったっけど。認定に変えていくとか、いろんなこ

ういう動きもあると思いますので、当局にも弾力

的に、またいろんなそういう角度から環境づくり

についても、ぜひ一つ努力、御尽力をいただきた

いというふうに意見として申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。 

○市民福祉部長（春田修一）今、平成２６年度

までは教育委員会で管轄していた私立の幼稚園に

つきましても、認定こども園にしたいということ

で、４カ所ですかね。４カ所が、市内の中でも認

定こども園化がされてます。 

 それと、先ほど言いましたように、周辺部の中

でも、本年、びぼあ園という形で入来の保育園が

認定こども園化を図っておりますが、私どもも果

たして保育料の差、格差等もございますので、ど

うなんだろうかいう心配をしてましたが、先ほど

課長のほうも説明しましたように、１５人に定数

をふやすというような形で、かなり申し込みが多

いようで、それは先ほど言ったように、就業形態

に応じて、例えば、２時までしか幼稚園の場合、

預かれませんので、どうしても幼稚園に預けるの

が一般的になってるところでも、どうしても仕事

をやめられない、途中で帰れないというようなこ

とで、多少保育料が高くても、認定こども園のほ

うに申し込みをされてる方とか、いろいろあるよ

うでございます。 

 そういうことからしますと、保護者のニーズを

つかみながら、私どもも今、委員おっしゃいます

ように、環境整備という形で、保育園の運営とい

うことだけではなくて、子どもを持たれる親御さ

んの環境という形で、子育てしやすい環境という

形でどうあるべきかということを考えながら、各

園のほうともお話をしていきたいというふうに考

えております。 

○委員長（永山伸一）よろしいですね。ほかに

ございませんか。 

○委員（福田俊一郎）今回の保育料負担軽減に

ついては、年少扶養控除を廃止されて、子育て支
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援課分の新たな制度として構築してくださったわ

けで、大変ありがたいなと思ってます。 

 そもそも、もう２０年前に年少扶養控除が廃止

というようなことで、子ども・子育て、子ども支

援ですか－何でしたっけ、子ども手当に変わっ

て、当初はもう相当な金額があったんですけど、

今もう微々たるもんで、子育て世帯、本当に大変

だと思うんですね。 

 したがって、市税はふえたものの、その市税の

持っていく先が本当に子育てに使っていただけれ

ばということで、今回こういうふうな形になって

よかったと思いますけれども、そこで１点聞きた

いのは、先ほど認定こども園の話もありましたけ

れども、その施設型給付を選ばずに、就園奨励費

のままで運営している幼稚園が１園あるようです

けど、これ何か理由があるんでしょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）今、薩摩川内市

内に５カ所、私立の幼稚園があったんですが、そ

れが４カ所、平成２８年度から認定こども園とい

うふうになりまして、残りが１カ所になるんです

けど、そちらにつきましても、施設の形態が認定

こども園になりますと、給食の関係等々いろいろ

出てくるもんですから、もう将来的には施設型給

付へ、認定こども園に移りたいということで考え

ておられるんですけど、その時期を今考えておら

れる状況でございます。 

○委員（福田俊一郎）申しわけないんですけど、

委員会資料の先ほど２０ページの説明をいただき

ました、この「国・県の保育料保護者負担軽減の

イメージ」で、今、説明いただいたんですけど、

これちょっとよくわからないところがあるんで、

もう一回。 

この幼稚園の小３は第１子からということ、小

学校に入ってからもと。 

 でも、保育にかける児については、もう保育園

にいる子から第１子、第２子、第３子ということ

なんですが、今それと含めて、第４子とか、そう

いう子ども、第５子とか、そういう子どもについ

てはどうなるのかも含めて説明を。 

○子育て支援課長（知識伸一）済みません、私

もちょっと説明が足らなかったところがありまし

て。そこの２０ページの表をちょっと見ていただ

きたいんですけど、まず幼稚園につきましては、

今の制度でございます、小学校の３年から３歳ま

でってことで、この理由が、幼稚園は３歳から入

りますので、３歳から小学校の３年までというこ

とになります。そこの範囲におられたお子様の数

をカウントして、２人目半額、３人目無料という

形になります。 

 保育園の場合は、ゼロ歳児から入りますので、

そこのゼロ歳から就学前、ここで３年の差がつき

ます。同じように保育園の場合も、２人目半額、

３人目無料という形になります。 

 県の制度は１８歳より下で、例えば３人のお子

さんが、高校生がおられて、中学生がおられて、

保育園がおられた場合は、その３人目のお子様が

３分の２という形になります。４人おられた場合

があります。高校、中学、小学、保育園とかなっ

た場合は、その４人目さんは４分の１の２５％で

いいよという形になります。 

 あとは子どもの数に応じて、以降、同じような

形になるんですけど、今後は、今、国が考えてお

られるのが、年収が幼稚園に対しては３３０万よ

り下の世帯、それから保育園につきましては、

３６０万より下の世帯は保育料を同じような形で、

年齢をもう考慮せんというような形で今審議をし

ているんですが、まだちょっと。多分そうなると

思うんですけど、まだちょっと確定はしてないと

いう状況でございます。 

 そういうふうな形で、２１ページのほうで、結

局４人お子様がもしおられたとしますと、Ｄの

０ ２ 階 層 、 ９ 万 ７ , ０ ０ ０ 円 か ら １ ２ 万

１,０００円の世帯に市民税の所得割を払われてい

る方は、３人目、４人目が保育園に入っていると

しますと、３人目が１万７,１４０円、４人目が

６,４３０円ということで、二人合わせても一人分

より少なくなると、こういうふうな形で保育料を

軽減するように考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

○委員（森永靖子）病児・病後児保育について

ですが、医師会との交流会があったときに、関先

生のほうから、ちょっと大変だよって、何かもっ

と考えてもらえないかなあというような話をちょ

っと漏らされたんですが、今後もやはりふやして

いくっていうお考えはないですか。大変ですかね。 

○子育て支援課長（知識伸一）平成２６年度の
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決算の数なんですけど、委員おっしゃいますよう

に、ぐうちょきぱーの関小児科さんが今１カ所あ

ります。 

 年間で、１,３８１人実績がございました。うち

の補助として、１,７６０万ほどしてるんですけど、

当初この制度を始めるときは、二千何人というよ

うな形で始まったところでございます。 

 国のほうも、ちょっと若干お金がどこも大変だ

ってことで、上げる方向では検討してるみたいな

んですけど、やはりふやすとなると、今度はこの

人数がふえるのかもしれませんけど、半分になっ

たときに、何と申しますか、経営的なものもあり

ますので、今のとこは関先生に、多分このお金だ

けじゃなかなか難しいと思うんですけど、市のた

めを思ってやってらっしゃるところがあると思い

ます。 

 この申し込みをされるのは、結構多いみたいな

んですけど、前の日とかに、もうよかったとかと

いうキャンセルなんかも結局あって、そういうと

きに看護婦さんを雇わないかんとか、そういうい

ろんな問題が出てくるもんですから、やっぱりな

かなか経営的にはちょっと大変なところがあるん

じゃないかとは考えております。 

 以上でございます。 

○委員（森永靖子）はっきり赤字みたいな感じ

でした。また話をしてきたいと思います。 

 もう一点は、先ほど説明がありました、このフ

ァミリーサポートセンターの家事支援のことです

が、この資料をいただいたのが産前産後の家事支

援ということで、これ４月から募集をされてやっ

ていかれるっていうことですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）家事支援につき

ましては、今検討段階でございます。 

 第１段階といたしまして、まず家事をやってい

ただく方を確保しなきゃいけない。それから、第

２段階が、家事をお願いする方っていうことで、

会報誌を、今、出しておるんですけど、ちょうど

３月にそういう形で、薩摩川内のほうも家事の支

援をしますので、登録をされる方はいらっしゃい

ませんかということで、今投げかけをしている状

況でございます。今後なかなか４月１日からって

いうのは難しいんですけど、そういう形で会員を

登録しまして、逆に今度はお願いをする方が出て

きたときにまた、実際の事業が始まるというふう

に考えております。いましばらく、ちょっと時間

がかかると思っております。 

○委員（森永靖子）母子手帳を交付されるとき

に、よく保健センターに行っていると、そういう

要望があったりしてるので、何回かこの話をした

ことがあったんですが、なかなか踏み切ることが

できなかったみたいでしたけど。今回このお便り

をいただいて、こういうことに取り組まれるって

いうことで、たくさんの方が応募していただける

ように、また努力してほしいと思いますし、いろ

んな形でまた支援ができたらと思います。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。

ほかにございませんか。 

○委員（中島由美子）これまた難しいことなん

ですが、放課後児童クラブの指導員の関係で、何

年か前から資格っていうことで、国が全国一律の

資格を取らせるように、本市もやってるわけです

が。その確保がなかなか、ハローワークに出して

も、やっぱり時間帯の関係、また報酬の関係等で

合わなくて、出してもなかなか来てくれ手がない

っていうことを聞くんですけれども、そのあたり

どんなふうに考えておられるか。 

 今、どんどん児童クラブもふえてきて、２１カ

所になるっていうことで、どこも苦慮しながら指

導員確保をされてるんだろうなと思うんですけれ

ども、どんなことを考えていらっしゃるか、ちょ

っとお聞かせください。 

○子育て支援課長（知識伸一）やはり国のほう

も、放課後児童クラブをたくさんつくらないかん

ということで力を入れてるんですけど、平成

２７年度に単価改正がございまして、今までの単

価より大分上がった額で、額改定がございました。 

 その理由の大きなものの一つとして、指導員さ

んの処遇改善、お給料を上げたいということで、

そういう形では、昨年といたしますと、大分金額

的には上がっていると思います。 

 ただ、それが、ハローワークに出されたとき、

ほかのところとってなると、また難しい問題です

けど、国のほうもだんだん段階的に上げる方向で

は考えておると思いますので。 

 あと、あわせて子育て支援員研修制度っていう

のがことしから始まったんですが、鹿児島県が

６日間ぐらいかけてやったんですけど、２６名ほ

どうちの薩摩川内から申し込みがあって、そのう
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ち今見ますと、放課後児童クラブの指導員さんが、

１０名ぐらいは参加されてますので、今後はまた

ふえていくんじゃないかと思います。 

 今、児童クラブが２０ありますので、その中に

４名、５名いらっしゃるわけですので、その方々

が全員受けられたら、またよりよい保育ができる

んじゃないかと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（中島由美子）まあ、わかりました。単

価も上がって、大分いい面もあるっていうのは聞

きました。 

 ただ、資格を取ったりするのも、なかなか一人

ずつ、各児童クラブの中で一人ずつとか聞いたの

で、一気には研修に行けないっていう、そこもど

うなのかなぁという話もちょっとあったりして。

一気に行かれると、また運営が大変な面もあるん

でしょうけど、資格がないと金額も上がっていか

ないというような、何かいろいろあるかなあと思

いながら。ちょっと難しいんですけど、何とか若

い人たちが、やっぱりきのうもちょっとその運営

委員で話をしていましたら、こういう仕事に携わ

るのは、もうやっぱりリタイアした人たちってい

うか、６０を過ぎてからじゃないと、なかなか若

い人たちがこれだけで生活できないよなあ、みた

いな声になってきてるので。これは国も考えてい

かないといけないことなんですが、若い人たちも

本当に子どもが好きで、保育園、幼稚園、そうじ

ゃない場所で、こんな場所でも働けるよ、みたい

なのができたら、またこの薩摩川内市に若い人た

ちが残る仕事の場になるのかなあと思ったりして

ますので、ここは難しいんですけど、また検討し

ていただければと思います。済みません。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほかに

ございませんか。 

○委員（森永靖子）放課後児童クラブのことで、

今、中島委員が言われた、そういう資格を持って

るって－困ってるところはありますか。２０カ

所の中で。 

○子育て支援課長（知識伸一）今のところ、特

にそういうのは聞いておらないです。 

○委員（森永靖子）可愛児童クラブは、１２月

の一般質問のときに、余裕教室のことを教育長に

話をして、「うん」って言ってくださいましたの

で、可愛の場合は、運よく第２児童クラブを、今

現在使ってる部屋の隣の部屋が、可愛の備品室っ

ていう形であいてましたので、そこを何回か何回

か詰めてお願いしまして、そこをきょう、あす、

子どもたちが春休みの間に片づけて、第２がつく

れるようになりました。ありがとうございました。 

 なかなか年度末でもあるので、予算も出ないと

いうことでしたので、私どもも最初、可愛の場合

は、あそこを借りるときに、いずれ可愛の小学校

の生徒数がふえたときには出ていってほしいとい

う一筆書いておりますので、市有地である学校の

横のところを確保しておりまして、児童がふえて

きたり、自分たちが移動しなきゃならないときに

は、そこに移るために１６年間ためてきたものが

ありましたので、それでもって第２児童クラブを

床張りしたり、壁張りしたり、いろいろするのは

できるかなあと思うんですが。今、中島委員が言

われたように、１と２になりますと、やはりそう

いう支援体制、指導員も１と２に分けなきゃいけ

ないでしょうし、幸いにして、地域におられる教

員の方がやめられたり、途中のリタイアの方々が

安定所に出してきてくださって、何とかそこのと

ころは確保できたみたいですので、教育委員会の

ほうの協力もいただいて、第２が確保できました。

お礼申し上げたいと思います。そのことでした。 

○委員長（永山伸一）お礼の言葉でございまし

た。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、議案第７０号平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、本委員会付託分について質

疑が全て終了しましたので、これより討論採決を

行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議ないと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 
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○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を行

います。 

 説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）最後に、市民福

祉委員会資料２２ページをお開きください。待機

児童等の説明をさせていただきます。 

 まず、保育施設の状況についてなんですが、平

成２１年度に定員的に１,８１０人分あったんです

が、平成２７年度に２,４０６までふえまして、

５９６増をしております。それを利用される児童

の数が、２,０２６人から２,５４２人ということ

で、同じように５１６人ふえている状況でござい

ます。 

 保育園につきましては、理由があれば１１９％

までは入所が可能なもんですから、平成２７年度

を見ていただきますと、１０５.７％、定員に対し

まして入っている状況でございます。 

 ５９６の定員増の内訳といたしまして、施設整

備が２６０、施設整備を伴わないものが２１５、

利用定員を少なくされたところが１６、それから

地域型保育所、小規模の保育所で１３７というこ

とで、こういうような状況でございます。 

 二つ目の待機児童の推移でございます。平成

２４年からちょっと見ていただきたいんですけど、

待機児童が括弧書きが厚生労働省基準って言いま

して、新聞なんかによく出る数字でございまして、

３０分以内に行けるところにあきがあれば、それ

はカウントしないというような厚生労働省のルー

ルがあるもんですから、それでいきますと、平成

２７年が３１、昨年が５３、その前が４２という

形になるんですが、実際は保育所の申し込みの数、

実際の数的には、４月１日で７６名の方がお受け

できなかったというような状況でございます。 

 １年たちますと、新しいお子様もお生まれにな

って、その方が半年等々過ぎると、今度はまた保

育園を希望される、そういうふうな申し込み等も

あるものですから、３月１日現在、ことしは２月

の１日現在なんですけど、やはり２００名ぐらい

の方に待っていただいてる状況でございます。 

 今後の定員増の関係ですが、先ほど御説明申し

上げたとおり、保育所の整備で３０と、認定こど

も園で１６の４６、これは来年の４月ぐらいにふ

える予定でございます。あわせて、今回また認可

外保育所が１カ所、小規模保育事業所ってことで、

４月１日に１９名で誕生する予定でございます。 

 あわせまして、施設整備を伴わない分で、二つ

ぐらいの保育園さんが定数をちょっとふやすとい

うような、認定こども園さんなんですけど、１号

と２号とちょっと数字変えて、３０人ぐらいはこ

としの４月１日でふえるんじゃないかってことで

考えているところなんですけど、やはりそれでも

足りませんので、今後また、今、国・県とも協議

をして、それから大きなのは、やっぱり財政的な

ものですので、財政当局とも話をしながら可能な

限り、国・県の大きいの出ましたら、また補正予

算でお願いをしたいというところで、今の状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たけれども、これを含めまして、子育て支援課、

所管事務全般について質疑があればお願いします。 

○委員（福田俊一郎）少子化と高齢化で、今、

労働力の不足分で、ふえる共働き政策になってい

るわけですけれども、それによって、こうして待

機児童がふえてきている中で、本市もこうして施

設整備もあわせ、対応していただいていますが、

将来的にどの辺をピークというか、そういったも

のが見えるのかどうか。 

 ある時点で、また今度は、この前の国勢調査の

ように、いよいよ下降線をたどって人口が減って

いくということであれば、当然この共働きも下降

線をたどっていくと。それによって、待機児童も

減っていくということ、そこも見据えて政策を進

めていかなきゃいかんと思いますね。 

 そうすると、まして施設整備に頼らない、そう

いう既存の認定こども園等をふやすという、両方

の政策をにらみながら進めていかれるわけですけ

れども、その辺の方針っていうか、考え方につい

てお示しいただければありがたいというのが１点

と。あと、認可外保育園、先ほど課長が１９名以

下のっていうような話をされましたが、そういう

小規模の、今後少しはまたふやしていくのかなん

かも含めてお示しいただければと思います。 

○市民福祉部長（春田修一）整備方針というこ

とでございますが、子ども・子育て計画を昨年策

定しまして、本年度から入っておりますが、その

中では３００人ふやそうという考え方でいたして

おります。 
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 実際はもう２００から、ことしが３０です、

２３０。そして、来年度４６ですので、ほぼ計画

どおりには進んできております。 

 ただ、先ほども上野委員のときに若干御説明さ

せていただきましたが、出生者数は横ばいから若

干減になっておりますが、待機児童数はなかなか

減らないというような状況等がございますので、

これは経済とリンクしておりますので、なかなか

推計ができないところでございます。 

 ただ、私どもとしましては、この前の一般質問

でも、平成２２年から５年後の平成２７年を見た

ときに、８４名しか減少になっておりません、子

どもの０─５歳は。全体は約３,０００人ほど減っ

ていますけど、この０─５歳は、８４という減少

の状況を考えたときに、やっぱし１.８６、単年度

で見ると、合計特殊出生率が２を超えている年も

あるんですよ。 

 なので、私どもは、子育て環境をある程度整備

していけば、今の数字がふえることはないと思い

ますが、できるだけ維持したいという思いで考え

ております。 

 そういうことから、ここ５年、１０年は、多分

この数字というのは余り変わらないのではないか

というような推計をしています。 

 なので、結果として整備方針としては、一番最

初の４月１日現在で、今は、さっき言ったように、

１０５％とかいう形で定数を超えた形でしており

ますが、一番最初の時点で１００％して待機児童

をゼロにできれば、その年度途中に、言えば、育

児から復帰される方が約２００人ぐらいいらっし

ゃいますので、その方の受け皿ができるのではな

いかと。 

 ですから、年度末にも待機児童をゼロという数

字がつくれないかという思いを持ってますので、

現時点では、年度当初に１００％で全員入れるぐ

らいの施設整備というのは必要ではないかと思い

ます。 

 ただ、それは財政の問題もありますし、措置費

の問題もございますので、財政とまた協議をして

いただかないといけないんですが、私どもとして

は、待機児童をゼロという話ではなくて、将来的

には４月当初で１００％、そして待機児童ゼロと

いうようなことを目指していきたいというふうに

考えているところでございます。 

○委員長（永山伸一）小規模のほう、よろしい

ですか。お願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）それと、小規模に

つきましては、もうかなり整備できたと思ってい

ます。平成２６年度までの実績では、ゼロ・１・

２の待機児童が多かったというようなこと等から、

認可外保育所に預けていらっしゃる方もいらっし

ゃったんですが、現時点ではゼロ・１・２はほぼ

解消できつつあると思っております。 

 逆に、４歳とか、そういう方があぶれてきてる

と、待機に回っているというような現実がござい

ますので、小規模ではなくて保育所整備を、認定

こども園も含めました保育所整備というのを今後

進めるべきであって、小規模はもうあと１カ所ぐ

らいで、十分賄える状態になってきたのではない

かというような思いは持っているところでござい

ます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。御

苦労さまでした。ありがとうございました。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）ここで、先日の高齢・介

護福祉課の分につきまして、資料提出がありまし

たので、ここで補足説明を求めたいと思います。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）済みません、

先日の委員会の中で、説明ができなかった分でご

ざいます。 

 お手元のほうに資料１枚紙、両面のコピーの分

でございます。 

シルバー人材センター補助金についてでござい

ます。補助金名称は１番のとおりでございますが、

２番の交付の目的でございますけれども、高齢者

の方々の就業機会の確保及び雇用の安定というこ

とで、補助金を交付をしております。 

 対象経費につきましては、就業機会の確保に関

する経費及び管理運営業務に関する経費というこ

とで、４番の補助事業内容等なんですけども、主

に人件費等に充ててございます。 

 ５番目の平成２７年度のシルバー人材センター

の予算でございますけども、自己資金が２億
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１,１４０万ほど、あと市の補助金が２,５７０万

円、連合会交付金というのが、これが国の補助で

ございます、１ ,０８０万円、合計の２億

４,７９０万円という形でなっております。 

 そのうち、支出のほうを見ていただきますと、

人件費が３,３００万ほどです。この事業費の支出

の分については、主に配分金のほうになってまい

ります。 

 ６番目です。国の補助金の考え方ですけれども、

補助経費の２分の１で、国の予算の範囲内で交付

をしますよと。あと、地方公共団体からの補助額

を超えない額を補助をするという形でなっており

ます。 

 裏面のほうでございます。７番です。補助金の

経費削減といいますか、補助額の削減を補助金等

評価委員会の中でも話がありまして、平成２４年

度に長期的な計画で、平成３１年度までに

３３８万円を削減する方針を決定いたしまして、

平成２５年度に１３０万円を削減し、平成２６年

度から平成２８年度までの間で、１４８万

５,０００円削減を目標としておりますけども、シ

ルバーの申し出によって、３年間で１５０万円を

削減する形、これまで５０万円ずつ削減をしてき

たところでございます。 

 残り平成２９年度から平成３１年度までの間で、

５８万円を削減することとしておりますけれども、

国庫補助金の額等も減額も予想されていることか

ら、今後の事業収益等を見ながら協議をしていき

たいということで考えているところでございます。 

 シルバー人材センターといたしましては、経費

節減に取り組んでおりまして、また事業収益の拡

大や会員増強に努めているところでございます。 

 会員の状況なんですけども、平成２４年度が

３７６名ほど年度末でありました。平成２５、平

成２６年度の末が４２０名でしたけれども、平成

２５年度から会員増強のための推進員の方を雇用

いたしまして、呼びかけ等を行いながら、説明会

等も行っております。平成２８年２月末現在で、

会員数が４７６名になっております。 

 ですので、今年度末、３月でも若干やめられる

方もいらっしゃるのですけれども、幾らかはふえ

てくるのかなということで、今後、事業の収益等

も見込まれるんじゃないかなということで、考え

ているところでございます。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

たが、質疑はありませんか。 

○委員（福田俊一郎）ありがとうございました。

資料のほう、お手数かけましたけれども。 

 まず、補助金については削減されていく方向と

いうことでありましたが、これにも人件費が入っ

ているというようなことでした。と同時に、支出

のほうでも人件費が３,３００万、この収入の事業

費の２億１,０００万の中から、市の補助金の事業

による人件費と出して３,３００万というふうに思

っていいのか。配分金っていうのは、そういう意

味で配分金といふうにされたのか、ちょっとそこ

をお尋ねします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）事業収益が

２億１,０００万ほどあるかと思いますけれども、

このうちの１億８,０００万ほどは、シルバーの会

員の方々に配分金として払われるふうになります。 

 その残った分等で、シルバー人材センターの管

理であったり人件費も賄ったりする部分あります。 

○委員（福田俊一郎）私どもが意見交換をした

際に言われたのは、自分で手出しで機械代、機械

とか持って、それの経費がかかったりして、工賃

の中に占める、いわゆる人件費をもらっても、実

際はその機械代というか、そういうものに出てい

くと。それの管理費やら、実際購入されて、それ

を使わざるを得ないというふうなことであったん

で、そこ辺の対応を求められているのかなあとい

うふうに思ったところですが。この辺はどういう

ふうにシルバー人材センターとの、何ていうんで

すか、協議をされておられるかどうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）シルバーの

会員になられるときに、特に草刈りとか、そうい

うのをされるときには、会員さんの自腹で草刈り

機であったり、軽トラックを準備していただくと

いうことで、持ってない人は、なかなか会員にな

れないっていうのが、実際としてはあるようでご

ざいます。 

 ですので、シルバーでそういう機械を準備でき

ないかっていう話もあるんですけれども、現在の

ところ何台かしかないので、公用としては。 

 今後、事業拡大をされれば、幾らかは配備でき

るのかもしれませんけれども、そこ辺は今後の検

討課題になってくるのではないかなということで
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考えております。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

御質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課終わります。本当に

御苦労さまでした。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（永山伸一）じゃあ、当局の皆さん、

二日間にわたり、大変御苦労さまでした…… 

［「保護課の」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）保護課…… 

［「さっきの国の保護費の予算」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）でしたね。じゃあ、保護

課のほうからも補足説明があるそうです。お願い

します。 

○保護課長（小原雅彦）先ほど森満議員のほう

からございました、国の保護費の予算についてと

いうことでありますが、今のところ予算ベースで

ありますが、２兆９,００６億円が、概算要求です

が、平成２８年度予算で計上されております。 

 これ国庫負担分ですので、まあ言えば４分の

３でございます。以上です。 

○委員長（永山伸一）ありがとうございます。 

 質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。

どうもありがとうございました。 

 本当に二日間にわたりまして、御苦労さまでし

た。ありがとうございました。 

────────────── 

△精神障害者に対する交通運賃割引制度の

適用を求める意見書の提出について 

○委員長（永山伸一）それでは、先ほど陳情第

２号を採択すべきものと決定しましたので、ここ

でお諮りします。 

精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を

求める意見書の提出についてを日程に追加して、

これを議題にしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

よって、この件を日程に追加し、これを議題に

します。 

 まず、書記に意見書案を配付させます。 

［意見書案配付］ 

○委員長（永山伸一）それでは、書記が意見書

案を朗読いたします。 

［朗読内容は省略、巻末に意見書案を添付］ 

○委員長（永山伸一）それでは、この意見書案

についての御意見はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御意見はありませんので、

文言等の軽微な変更については正副委員長に御一

任いただくこととして、委員会として本意見書案

を本会議に提出したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ありませんので、

本意見書案を提出いたします。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（永山伸一）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては、委員長に御一任いただくことに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

よって、そのように取り扱います。 

 それでは、ここで協議会に切りかえます。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時４８分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時５０分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）本会議に戻します。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣について 

○委員長（永山伸一）次に、閉会中の委員派遣

についてお諮りします。 

 本委員会の行政視察については、５月の第２週

目を目途に実施したいと思いますが、視察先との

調整等が必要になりますので、委員派遣の手続は

委員長に一任いただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）また、市内の現地視察等
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については、現在のところ予定しておりませんが、

今後、必要となった場合の委員派遣の手続につい

ても、委員長に御一任いただきたいと思います。 

 鹿児島県が今、県議会でやっているエコパーク

の問題等もありますんで、そこが解決したころに

は、またエコパークの確認も近いうちにしないと

いけないんじゃないかなと思いますが、そこら辺

についても御一任いただくことでよろしいでしょ

うか。ついては、そのように取り扱うことに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、そのように決定させていただきます。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（永山伸一）以上で、市民福祉委員会

を閉会いたします。二日間にわたり、大変御苦労

さまでした。ありがとうございました。
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受 理 番 号 陳情第 ２ 号 受理年月日 平成２８年 ２ 月 ４ 日 

件 名 精神障がい者の交通運賃割引を求める意見書提出を求める陳情書 

陳  情  者 
薩摩川内市永利町２９３９番地 

特定非営利活動法人薩摩川内市精神保健福祉促進の会 

理事長 川畑 俊子 

要          旨 

 平成２６年２月に日本は国連障害者権利条約の締結国となり、平成２８年４月には障害者差別解消法が施行 

される。国連障害者権利条約第４条は、「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正

し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」、「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差 

し控えること」を明文化し、障害者差別解消法第１条も「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっと

り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、そ 

の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関す 

る基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めること 

により、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられるこ 

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」と定めている。 

 国連障害者権利条約が締結され、障害者差別解消法が施行されても、なお、精神障がい者が障がい福祉サー

ビスや障がい者施策の対象から除外されるならば、精神障がい者の「社会参加」と「平等」への切実な願いは

潰れてしまう。 

 ついては、薩摩川内市議会において、国に対し、精神障がい者も身体障がい者や知的障がい者同等に交通運

賃割引制度の適用を求める意見書を提出くださるよう陳情する。 

 
───────────────────────────────────────── 
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発議第 号 

 

精神障害者に対する交通運賃割引制

度の適用を求める意見書の提出につ

いて 

 

地方自治法第９９条の規定により、国会及び関

係行政庁に対し、精神障害者に対する交通運賃割

引制度の適用を求める意見書を別紙のとおり提出

する。 

 

平成  年  月  日提出 

 

  提出者  薩摩川内市議会 

       市民福祉委員会 

       委員長  永 山 伸 一 

 

提 案 理 由 

障害者の権利に関する条約が批准され、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律も施行

されようとしているが、全国的に身体障害者や知

的障害者に適用されている交通運賃割引制度の多

くにおいては、精神障害者は適用対象になってい

ないのが現状である。 

ついては、国会及び関係行政庁に対し、精神障

害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意

見書を提出しようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 

 

────────────── 

精神障害者に対する交通運賃割引 

制度の適用を求める意見書（案） 

 

平成２６年１月、日本は障害者の権利に関する

条約（障害者権利条約）の批准国となりました。

本年４月には、障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（障害者差別解消法）も施行され

ます。 

障害者権利条約では第４条において「障害者に

対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣

行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措

置をとること」や、「この条約と両立しないいか

なる行為又は慣行も差し控えること」が明文化さ

れています。また、日本国憲法では「法の下の平

等」がうたわれ、障害者差別解消法においても、

「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にの

っとり、全ての障害者が、障害者でない者と等し

く、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が

重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを踏まえ、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政

機関等及び事業者における障害を理由とする差別

を解消するための措置等を定めることにより、障

害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て

の国民が、障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に資することを目的とする」と

定められています。 

しかしながら、全国的に身体障害者や知的障害

者に適用されている交通運賃割引制度の多くにお

いては、精神障害者は適用対象になっていないの

が現状であります。 

よって、国におかれては、精神障害者も、身体

障害者や知的障害者と同等に交通運賃割引制度の

適用対象とするよう交通運輸事業者に働きかける

ことを強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出します。 

 

平成  年   月  日 

鹿児島県薩摩川内市議会 

 

（提出先） 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務

大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣
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薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

 

                   薩摩川内市議会市民福祉委員会 

                   委 員 長  永 山 伸 一   

 

 


